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Ｉ ファインパーグ証言と全国科学アカデミー

・全国研究協議会全国統計に関する委員会

の声明（１９８３年５月６日）

ファイアンバーク氏議長，私はＥ・ファイアンバークです。カーネギーメロン大学の統

計学と社会科学の教授であり，統計学部長をしております。私はまた全国科学アカデミー．

全国研究協議会の全国統rilに関する委且会の委員長でもあります。

その委員会は，今ではペーパーワーク削減法の条項に指定されている活動である連邦統計

の調幣と統舟'一政策について継続的な関心を持ち．またこれについて報告する資任をもってい

ます。

私は，この法律の統計の条項についての委員会の見解を述べるために本日ここに出席す

る機会を得たことを感謝いたします。連邦統計の調擦について，ＯＭＢが有効な指導性を発

揮しないでいる現在の状態が続かないことを保証するために，変化が必要た゛と思っています。

さらに，私は，連邦統汁の現在の状態について，我が委員会の公式見解を越えて私の個人

的見解を示すつもりです．私はさらに，ＯＭＢが雌近統計の問題を無視していることによる

被害を修復するだけでなく，政策決定と耐去活動を伝えるのに必要なデータの質と効用に継

続して影響をもたらすと私の-考える，鍍会かこの分野で行いうる大胆で新しい指導性につい

ても示したいと考えます｡

何故連邦統計は問題をもつのでしょうか？連邦政府には，議会にショックを与え，国中で

見出しになるいくつかの問題があります。私達は皆，環境保護庁（ＥＰＡ）での最近の'１|来

』}:を思い起こすことができます．はじめに，大きな丁算削減がありました。これは夕方のテ

レビニュースになりました。そしてＥＰＡの有毒廃棄物計画にかんする申し立てがいつぱい

になりました。突然，ミズーリ州タイムズビーチの汚染が暴露されました。一連の議会によ

る監視の公聴会がひらかれました。雌終的には，ＥＰＡの幹部職員こぞっての辞任があり，

ＥＰＡを救うための行政官としてワイリアム・ルッケルシャオスを大統領が任命することを

声明し，傷ついたＥＰＡのイメージを[!｣復するための大統領の記荷会見が開かれました。

しかしながら，過去２i÷'2半にわたって政府が大々Ⅱりな予算と職kjの削減を行ったのは，連

邦政府のなかでＥＰＡだけではありません。報道機関や議会には殆んと知られないまま，Ｏ

ＭＢの行政官達は，連邦統計の政策と凋幣についてili任を持っていた専門家の小集団を組織

的に取り除いたのです。これに伴って，統計計画も選択的に[lJIl2されました。

連邦統計計画の中止かそれほどひどいのに，そのことについて新聞で見たことがないのは
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何故でしょうか？それは，連邦統計計画の質や自立性の悪化というひどく，そして広くお

よんだ様相は，有毒廃棄物汚染やタイムズピーチの危機ほどニュース・アピールを持たない

からです。そのうえ，いつ統計系列の正確性が悪化したかを述べることは，簡単ではないか

らです。それでいて，連邦政府が収集し報告している統計が，私達すべてに影響を持つ政策

と決定の基礎になっています。

連邦統計のデータと算式とは，連邦政府の種々の国内援助計１mによる厩年１０００億ドル以

上の配分に使われています。連邦統計政策局は1979年に，連邦資金をあてて良いかと配分

とを決定する際に，連邦統計を使用することについて大きな研究を行ったのですが，この局

が１９８０年ペーパーワーク削減法によってＯＭＢに戻されてからは，資金の配分算式の検討

と使用についての注意は事実上なくなりました。

消費者物価指数の小さな変更が，組合との協議による賃金とその調整において数10億ドル

を引き出すことになるのですが，労働統計局は，ＣＰＩを再編成しその正確性を高めようと

して注意深く計画した予定について，注目と支持とを得ようとして苦闘しているのです。

教育統計調査への資金の削減で，公民権局は，小さな田舎や準都市の学区における差別の

監視（をやめました。？）貸家市場の動態についてのセンサス局の情報は，シカゴのような

都市における家賃規制の政策に影響するでしょう。しかも，家屋についての連邦統計データ

の質と量は，年次家屋調査の予算が削減されるとともに，実質的に低下し，この調査は，毎

年のものから二年おきのものへと代わりました。

同じような話を，実際連邦政府のいたるところで語ることができます。我が国の経済と社

会の福利にかんする重要な決定が政府によっておこなわれているのですが，これらの決定に

関与するデータの質については，政府はよく知らないでいるのです。この悲しむべき状態は

どのようにして生まれたのでしょうか？

１９３３年から1982年までのおよそ５０年間にわたって，連邦政府は，種々の連邦機関に分

散している個々の統計計画の調整について責任をもつ，独立した単位を~殆んどをＯＭＢ

のなかとそれに先立つ機関として－もっていました。連邦統計計画は50年の間に急速に拡

大したという事実にもかかわらず，統計政策機能に大いする資金などは，第二次大戦直後に

ピークに達したあと，つづく３０年以上にわたって次第に減少してきましたに，それでも，現政

権の発足時には，連邦統計政策基準局には，少なくとも25人の専門家がいました。

］980年ペーパーワーク削減法は，この機能を商務省への４年間の追放のあとで，ＯＭＢ

に戻すという統計政策についての新しい法的指令を与えました。この法律の条項を実施する

なかで，ＯＭＢの役人は，統計政策の単位を課（division）から係（ｂｒａｎｃｈ）へ格下げ

し，ぶざまにも統計機能をＯＭＢの規制管理業務と結び付けてしまい，殆んどの専門的統計
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職を，他の仕事を既にもっている統計に関係していなかった職員に世き換えました。そして

最後に，１９８２年の４月，ＯＭＢは，その独立した単位を廃止し，残っていた職員殆どすべ

てを再配分しました。今では，ＯＭＢで統計政策にたづさわっているのは，たった３人の常

勤の専門職にすぎません。

ＯＭＢの動きは，連邦統計に関心のある広い範囲の作成者や利用者からの批判を呼び起こ

しました。］982年６)］３日には，下院政府活動委員会立法・国家安全小委員会が，とくに

ペーパーワーク削減法の統計活動にかんする条項について検討する公聴会をひらきました。

この公聴会では，幾多の証人が，４Ｍ23日のＯＩＲＡの改組は，この国の統計制度の自立

性を危機におとしいれ，統計政策にとってさらに必要な調整を実現することを事実上不可能

にすると述べました。

６月のこの公聴会に基づいて，政府活動委員会は，１９８２年９月30日に，特別報告を発行

して，そのなかでＯＭＢ長官に対して５つの勧告をいたしました。そのうちの３つは，ＯＭ

Ｂに次の点を求めていました。（１）ＯＩＲＡには，資格のある＋分な数の職員を置き，

1980年ペーパーワーク削減法が指示している統計的事項についてのﾊﾟｵの責任を適確に果た

しうるようにすること，（２）ＯＩＲＡ局長とＯＭＢ長官にたいして,１９８０年ペーパーワー

ク削減法に示されたかれらの統計的機能を遂行するための最善のI方法をアドヴイスするため

に，統計政策の諸Illj題を儲視する専門的な資格をもつ人物を雇うこと，（３）ＯＩＲＡのな

かの別個の単位としての統計政策部門を消滅させる結果となった決定を再考すること。

１９８２年12月３日付けの手紙において，ＯＩＲＡ局長クリストファー・デムスは上の特別

の勧告に次のように回答してきました。（１）統計政策にＯＭＢの職員を追加することは拒

否するが，しかしＯＩＲＡは，他の機関とともに，我々の現在の中心的職員がその努力を強

めるのを支持できる方法を採りつつある，（２）ＯＩＲＡの統計政策職員の長として働く主

任統計官を任命することに同意する，（３）ＯＩＲＡの新しい組織構造は，有効な全体的統

計政策の調整について判断力をもつことをひきつづき主張する。

よくみても，私には，このＯＭＢの回答は全く不十分におもえます。独立した組織的権限

なしで，事実上職員をもたないで，十分な資格をもつ主任統計官が，指導しているのをみる

ことは，なんと簡単なことでありましょうか？さらに，一連のきびしい予算削減で既にぐ

らついている他の機関から人を借りようとすることは，不可能ではないにしても，すくなく

とも誤りと思えます。今}１までに，主任統計官は任命されましたが，いまもなお同じ３人の

常勤の統計家が，連邦統計活動に立ち後れないようにと，奮闘しているのです。

改善されたと思われる唯一のものは，デムス氏のレトリックであります。かれは，いまで

は，センサス局とかＢＬＳのような確立した統計機関における事実上総ての新しい決断や，
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標準産業分類手びき書の改訂この１９８７年までの５年間の遅れはＯＩＲＡ自体による軽

視の結果であったといった府hHliにおいてさえ，面目を施しています。

ここで，私は全国統計に関する委員会の勧告についてお話ししたい。連邦統冒１－の調整や指

導Ｉ性を発揮することでの失敗の岐近の記録は，連邦統計計画の調整は専ら法律によるべきこ

とを示しています。かなりの研究ののち，全国統計に関する委員会は，本委員会に次のこと，

すなわち連邦統計の調整と，その質と自立性とを維持し改善するという必要性をみたすため，

はっきりした独立して構成された単位を保証する狙いをもった新しい条項を導入して，ベー

パーワーク削減法を顧度制定することを促すものであります。

私達の立場は，私の証言に付された声明に詳しく述べられています。

ダンフォース上院議員その声明の写しは，反対なしで記録に挿入されるものとします。

ファインバーク氏勧告の主な点は,法律が次の四つの条項を含むべきだということです〆〕

すなわち，（１）統計政策との調整の単位の機能についてのはっきりした，１－分に考えられ

た声明，（２）これらの機能を遂行するのに必要な法的権限，（３）統計政策と調藻だけに

従事する組織的単位をつくり，維持することの明確な要請（４）その機能に必要な権限

を付与するにたる十分に高いレベルでの，この統計調整単位の長の地位の設置。

統計政策単位の位置の機能とについては，過去数年の問集中的な研究と討議がありました。

独立した組織体を大統領府のなかにつくることが，広く勧告されてきましだとの位置は，

この単位が必要な.権威をもって活動できるよう設定されるものです。

この単位の独立性のための十分に解釈された法的備えをもつなら，大統領府は適切であり，

全国統計に関する委員会も支持するものです。しかしながら，私達は，この単位が，強力で

専門的にしっかりした指導性，十分な権威と行動の独立性をもち，十分な職員を持つものと

する条項が作られるかぎりにおいては，他の位置付けを排除するものではありません。

添付された声明は，提案されている新しい統計単位の長は，合衆国の統計職員の長で，連

邦政府の統計作成渚機関の長が従うように，政策や標準を勧告し調整する指導責任にとって

必要な地位と資格をもつことを要するとしています。

委員会は，そういった地位を得るために，法案がどのように役立つべきかを指定すること

を注意深く控えています。現在，連邦統計機関の長のうち４人は，大統領指名の地位におり，

その１人は任期を固定して指名されます。私の個人的見解では，この主任統計官に地位と権

威が必要であること，この人物が，その責任を遂行する際に現実のあるいは感知しうる政

治的影響に対して保護が必要であることとをバランスさせるために，法律は，上院の承認を

必要とする任期を定めた大統領指名になる主任統計官の地位を設けるべきであります。

発言の終りにあたって，私は私自身の特殊で入念な提案，これは全国統計に関する委員会
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の立場と一致していると私の考えている提案，を示させていただきたい。もし，提案されて

いる新しい単位が設置されて，連邦統計活動において真に指導力をもつようになれば，それ

は，調柊，書式審査，予算検討という歴史的役割を越え，そして１９８０ｲ1ミペーパーワーク削

減法に規定されている機能を越えて活動するものとなるにちがいないと私は考えます。

それは，連邦統計活動と政策の改善のための長期計画を作成するでしょう。予算の検討を

通して，連邦統計システムの分散している部分の調整をするでしょう。それは，統計に基いて，

統計諸機関との協議を促進する盗金配分算式についての基準をガイドラインを提供し管理す

るでしょう。ここでの協議は，資金配分算式において最も適切で最良の質をもつ最も新しい

データと統計的推定値とか用いられることを確かなものとするためのものです｡それは質の

改良のために新しい統計的方法を導入するでしょう。

それは連邦統計活動と計1illを定期的な技術ｉ１ｉ検齋によって評価するでしょう。そういった

検脊は，仕事の再検討，ＩＩ的の再検討，旧式の方法の更新，そして将来の政策目的にとって

より適切なデータを作成することのために必要な注意深い計画作成など，の機会となるでし

ょう。それは政府にI1ill〈統計職員を，補充と保持の基準の設定脳び実践を通じて育てるでし

ょう。現職の統計的訓練について政府全体の計画をつくり，監督するでしょう。

それは，他の目的で既に収集されているデータの新たな分析をはげまし，連邦統計機関の

研究と開発活動を維持する助けとなるでしょう。よけいな統計活動を除去し計画と基本的統

計成分との統一を勧めるでしょう。統計及び非統計機関に対して，統計調査員の作業の指定

書を作り．監督するときのための技術的援助を提供するでしょう．政府の高いレベルで，統

計政策の変更と改良に対する資金供与を擁護するでしょう。合衆国連邦統計の公式の国際的

代表者の役を担い，データベース，コンピューターシステムと分析方法に関する情報の公式

的な国際交換を促進するでしょう。

こういった広範な要請に一層応えるためには，しっかりした’効果的な組織構造が必要と

されます。この目的で，私は議会に対して，大統領府に統計諮問協議会（ＣＳＡ；Council

ofStatisticalAdvisors）を設けることを提案いたします。これは３名の常勤メンバー

から構成され，そのメンバーの一人である議長は，同時に新しい統計単位の長であり，合衆

国の主任統計官として，大続航による固定任期の指名をうけ，上院の承認をうけることとす

るのです。

このiiV；問委員は，全国的に知られ汀尊敬される専門的統計家であり，連邦統計活動につい

ての知識と経験をもつ者であり，技術的に訓練をえた統計方法論者と連邦統計計lihiの経験を

もつI1Mi員からなる新しい統計政策と調綣機関に対して指導性を発揮するでしょう。

大統領府内にＣＳＡを閃くことを通じて，ＣＳＡは政策作成肴へのアクセスを持ち，また
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ホワイトハウスに対する直接の報告責任を持つものとなるでしょう。新しい構造の名前それ

自体が，このＣＳＡが特殊な政策的諮問の役割を実行部門のために果たしうることを示して

います。同時に，ＣＳＡメンバーを上院が承認するときと，専門職の任命のときの要件によ

って，この協議会が脱政治的'性格をもつことが保証されるでしょう。

以上に加えて私は，ＣＳＡがより広い政府統計の問題とともに連邦統計システムとその作

業について，貰任をもって統計に関する両院合同委員会に対して定期的に報告することを，

権限を付与する法律は要求するべきと考えます。

統計政策と調整の指導に対してバランスをもったアプローチをＣＳＡの中で確かにするた

めには，三つの異った諮問委員会が必要となるでしょう。

その第一は，主な統計機関や実行部門の代表者から構成され，全国統計と部門統計の優先

度の検討を助けるものです。その第二は，主な実業団体と専門家協会の代表者をふくむ利用

者の外部的諮問委員会です。第三は，統計計画の評価，分析，概念的基礎について，独立の

方法的アドヴァイスを提供する外部の技術的諮問委員会です。外部的な二つの委員会委員は，

党派的つながりにかかわりなく選ばれ，相互にずらされた３年任期を勤め，独立性，安定性

そして質についてのアドヴァイスをします。

要約いたしますと，統計政策機能をとりまいている不確かさと弱さとの雰朋気か余りにも

長く支配し，連邦統計政策の質と自立性を損ってきたのです。

私達は，わが国の蛾も基本的な連邦の資源の一つについての調整と指導を可能にする速や

かな注目と効果的な活動を必要としています。ベーパーワーク削減法への権限再付与は，議

会がそういった行動をとる機会です。

全国統計に関する委員会は，皆さんが，ペーパーワーク削減法の条項を再審査し，連邦統

計政策と調整のための位置づけ，機能，構造を再考するときにお手伝いする用意をもってい

ます。

ダンフォース上院議且あなたが述べられた四つの勧告がとり入れられるなら，それで満

足いたしますか？

ファイアンバーク氏いいえ。それらの四つの勧告は，連邦統計計lli1iの調終のために活動

するＯＭＢにおいて，いくつかの活動が進められることを保証しているペーパーワーク削減

法において，岐小限の可能な変更にすぎないと委員会が考えていることであります。

私自身の見解は，はるかにこれ以上のことが必要だというものであります。ほんの２年半

前に，統計政策と調整に関して働いていたのは25人の専門職であったことを想い起して下さ

い。デムス氏の提案であると私たちが聞いていることですが，主任統計官を雇うことによっ

て，ＯＭＢは常勤統計家を３人から４人に変化させるでありましょう。４人では，連邦政府
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の統計領域において起っていることに遅れずについていけるとみることはできません。

私自身の提案は，ＯＩＲＡとは全く切りはなされ，ＯＭＢとも切り離された遠大な組織構

造を作るべきとするものであります。

ダンフォーズ上院議員大変有がとうございました。

全国統計に関する委員会一全国科学アカデミー・全国科学協議会

連邦統計の調整と統計政策についての声明

議会に法律を延長させる動きがないまま，ペーパーワーク削減法は本年度いっぱいで終わ

ろうとしている。全国統計に関する委員会は，ペーパーワーク削減法にふくまれている統計

への権限付与を延長することに速やかに注意を払うべきであると考える。さらに，この法律

に再度権限が付与されるなら，統計政策と訓l整のための指令を拡大・強化する機会が与えら

れると我々は考える。

何故統計政策と調整が重要なのか

連邦の統計活動は分散型であり，各政府部門および多くの独立機関が統計部門を持ってい

る。一つの機関の目的のために収集された統計が，多くの他の目的のために他の機関によっ

て使用される。逆に，重要な国の指標を報告したり国の政策を管理し評価する機関は，他の

機関が扱い収集している多くのデータソースに依拠している。連邦統計を強力かつ効果的に

調整することによって，国の政策目的への適切性を増し，その自立性を守り，その質を改め，

収集と利用をさらに効率的にすることが求められている｡

現在，ＯＭＢは，連邦統計についての効果的な調整を行いえずにいる。とくに全体的な政

策の優先順序を決定することも，効率的なうまく計画された全体的な政策を遂行することも

していない。有効な調整を欠いたままのため，統計政策の質は損われ，もっと深刻な影響の

恐れが出ている。次のようなことがある。

・経済に影響を与える経営Ⅲ産業，労働についての公共政策や決定を通知するためにたよ

るべき統計の，自立’性，客観性Ⅲ十分Ｉ性に対する信頼が全体的に欠けていること。

・努力が重複していること，比較可能な定義や分類を用いないでデータを収集しているこ

と，諸機関の間でデータを共用する点での障害，の結果として，データの収集に効率'性

がないこと。例えば，１９８０年センサスにおける主要世帯調査の設計を基礎づける点で

の大きな遅れの結果，費用の大きな調査になった。さらに，センサス局の標準事業所リ
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ストを鏑機関が上１１]する点に障害があったため，効率的でない標本，作業の重複，質の

劣るデータがもたらされた。

・社会政策の実施や評価を助けるために，そして我が国の社会・経済状況と政府が達成し

たことを公衆に知らせるために，必要なデータを欠いていること。例えば，))次労働異

動統計の停止は，経済を研究している人々から111要な指標を奪ったr，さらに，労働統計

局は，地方雇用情報を改善しようとするすべての努力を諦めなければならなかった。

・統一的な高い質の基準に執着することを欠いたための，政策日的のための十分に正確な

データの欠如。例えば，過去10年間に現れた産業をふくむよう標準産業分類コードを改

定することが遅れたため，現在の経済統計は重要な産業に焦点をあてていない。

連邦統計へのその他の影響例は，センサス・人口小委員会における，連邦統計への予算削

減の影響にかんする１９８２年３月16日の公聴会，および政府活動小委員会における，連邦政

府統計と統計政策にかんする１９８２年６Ⅱ３日の公聴会，の1,院報告書に記録されている。

有効な政策と調整に必要な法律

連邦統計についての調整と指導力を提供することでの失敗についての最近の記録は，連邦

統計政策の調整は何よりも立法を必要としていること，そしてその立法は次の四つの基本的

条項をふくむべきこと，を示している。すなわち，

・統計政策と調整を行なう単位の機能についての，明確で！注意深く考えられた声明

・それらの機能を遂行するのに必要な法的権限

・統計政策と調整だけに専らたずさわる組織的単位が設立され維持されるという明白な要

請

｡この統計調整単位の長の，その機能に必要な権威を与えるに足る十分高いレベルの地位

いかにして現在の事態が生み出されたのか

１９３３年から１９８０年まで，その大半の時期に管理予算庁（ＯＭＢ）に置かれていた統計

政策単位とそれに先立つ機関は，予算会計手続き法と連邦報告法とによって，分散的な合衆

国の統計政策を調整するための法的権限の下に動いていた。

１９７０年代の半ばに，ＯＭＢは，統計政策の機能にあたる人数を徐々に減らしはじめ，そ

こによりわずかの権限しか与えず，より目立たないものにした。１９７７年に，職員はさらに

減らされ，その機能は商務省に移された。

１９８０年ペーパーワーク削減法は統計政策に新しい法的権限を与えた。この法はその機能

をＯＭＢに戻し，新しい情報規制局（ＯｌＲＡ）の中に置くことを求めた。統計政策単位は
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係（branch）に桁下げされ，ぶざまにもＯＭＢの規制椅理活動と結び付けられた。ＯＩＰＡ

が継続的にベーバーワークのＩｉｌｌ減と規制１１１１題に没頭する中で，統計政策と調整の問題に深い

注意をはらう余地はなかった。

］９８２年の春に，ＯＭＢは，統計政策単位をすっかり廃止してしまい，法律に指定されて

いる機能を，他の業務をもつL1j位に合併させた。同１１寺に，統計政策業務にあたることの可能

な職員がさらに減らされた。ＯＭＢで統計政策業務にあたっているのは，わずかに３人の常

勤専iI職員にすぎない。

１９８２年６月］Ｈ，全国統計に関する委員会は，ＯＭＢ長官ストックマンに手紙を送り，

妓近の処簡を阿考し’大統領府の中に強力な中央統計の存在をつくりだすよう努力すること

を促した。１く院の政府活動委Li会は，関連小委員会の１９８２年６月の公聴会に従って，スト

ックマン長官に対して統計政策係が適切な資格を持つ人の指導の下に再建されるようはっき

りとした勧告を発した。ＯＭＢは部分的にだけ裸えて，「主任統計官」を雇い，職員を幾人

か求めることに同意した。しかし，今日まで，誰も雇われず，職員追加のための異動も行わ

れていない。

統計政策単位についての提案

過去２年の経験は，統計的機能をたんに指定するだけでは，必要ではあるが不十分なこと

を示した。法律もまた，統計政策と調終を唯一の機能と明白に指定された組織的単位が継続

して存在するよう特に娑求するべきである。この単位の長は，統計学ですぐれた専門的資格

をもち，疑いのない自立性をもった人でなければならず，統計的方法論の専門家と連邦統計

政策に詳しい人を含む，十分な職員で構成されるべきである。この単Ⅲ>:は，その長が統計の

問題について，権威をもって語り，行動できるように位置付けられ組織されるべきである。

この単位の長は，合衆国の統計職員の長として，政策と標準の問題にあたり，他の国や国

際組織の主要な統計官と交際する。彼あるいは彼女は，連邦政府の統計作成諸機関の長が従

うように，政策や標準を勧告し調整する指導責,任にとって,必要な地位と資格を持つべきであ

る。

統計政策単位の位置と機能については，過去数ｲIその集中的な研究と討議がある。大統領府

の中に独立した組織単位を創るべきことは，多方１ｍから勧《I↑されてきた。この位iiytは，この

単位が，必要な権威をもって動くための背景を提供するだろう。この単位の独J1[性を守るよ

う‘慎重に定められた法律を持つなら，大統領府は適切であり，委員会も支持する。しかしな

がら，この単位が，強力で専門的にしっかりした指導性，＋分な権威と行動の独立'除をもち，

十分な職員を持つものとする条項が作られるかぎりにおいては，我々は他の位i閂!付けを排除
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するものではない。我々は，規制や行政的ペーパーワーク削減に関する活動とは切り離され

た組織の必要をみているのである。

全国統計に関する委員会

全国統計に関する委員会は，連邦統計についての大統領委員会の勧告にしたがって，連邦

統計に対する外部からの検討を行うものとして，全国科学アカデミーに１９７２年に創設され

た。大統領委員会は，この委員会が次の点を行うことを考えていた。すなわち，

・連邦政府と直接的な関係をもたない広い範囲を代表する専門家の集団が，選択的に連邦

統計について検討を行うこと。

・委員会が重要と考えた統計的諸問題についての特別研究をおこなうこと，これはその適

切な決定が連邦謎度の効率性を維持するのに役立つからである

・関連する既存の集団や連邦政府の統計機関との連絡を.保つこと

・その責任の重要な部分として，ＯＭＢの統計政策課（当時，連邦全体の統計の計画と調

整について責任を負っていた）の活動を検討すること

・その検討結果をＯＭＢ長官や公衆に伝えること

全国統計に関する委員会は，その創設以来，統計政策課とこれを引き継いだ機関の活動を

監視してきたし，連邦統計の調整と統計政策に特別の関心を払ってきた。大統緬委員会から

の委任によって，この委員会は，議会が１９８０年ペーパーワーク削減法に再度権限を与えよ

うとしているとき，統計政策の調整の重要性とこの活動を強めるための立法的，行政的行動

の必要性とについて，その見解をのべる責任をもつのである。

統計政策の機能をめぐっては，不確かさと弱々しさの雰囲気が支配するようになって久し

いし，これは統計政策の質を損ないつづけてきた。我々は，我が国の統計政策の調整と指導

性を確かなものにする速やかな注意と効果的な行動を促したい。
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Ｈ下院報告書『連邦統計システム，１９８０

年から１９８５年」（１９８４年１１月）から

Ａ序．要約と目次（抄）

『連邦統計制度：１９８０から１９８５年まで」は，議会研究サービスとの契約によって，ジ

ョージ。Ｅ・ホールとコートネイ・スレーターの指導の下に，バセリン社によって用意され

た。これは，統計情報の収集と分析に現実に責任を負っている連邦諸機関における予算｝職

員数，政策における最近の傾向とＯＭＢの統計政策の調整活動について述べている。

１９８４年７月の対の報告書「連邦政府の統計計画の有効'性および機関間の調整の促進に向

けての選択』はⅢ連邦政府の統計政策を配置している組織と計画を改善するうえで議会の可

能な選択を分析している。

結果の要約

統計機関一予算と職員数の傾向８つの主要な統計機関（センサス局，労働統計局，経済

分析局，国立保健統計センター＜ＮＣＨＳ＞，国立教育統計センター＜ＮＣＨＳ＞，司法統

計局，エネルギー情報局くＥＩＡ＞，統計報告部くＳＰＳ＞）についてみると，インフレを

調整した後の支出額は１９８２年度は低水準になった。１９８３年度と１９８４年度には，支出の

増加は，それらの総合機関について生じた｡この正味の結果は，予算を半分以上も削減され

たエネルギー情報部を除くと，これら機関のインフレを調整した予算は総額で１９８０年度予

算より８％低くなっている。

職員のレベルでは，年度予算よりも大きな減少を示している。これら機関全体の雇用者数

は１９８０年度から１９８２年度にかけて約19％の減少をみ，その最低点からまた増大した。

１９８４年度の雇用者レベルは１９８０年度よりも12％低い，過去２年間の予算と職員の増大は

ともにセンサス局，経済分析局，労働統計局，司法統計局に集中している。ＥＩＡとＮＣＥＳ

はともにそれらの減少を経験しており，ＮＣＨＳとＳＰＳはほぼ変らないままとなっている。

主たる統計計画をもった幾つかの他の機関についての財政および職員のレベルの傾向は，

この報告書で個別的に検討されているが，８つの主要機関とともに要約してはいない。これ

は比較的可能なデータが必ずしも存在しないからである．いくつかのケースにみられる統計

予算の動揺は特定の計画の開始または終了の反映である。他のケースにおいては機関は，統
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言|-計画に対する優先度を変えてきている。この結果，それらの機関は個別的に検討された。

調査された18の他の機関のうち，１２の機関において，この期間，統計予算等の実質減がみら

れ，２つにおいて増Ｉ[lがあり，４つにおいて相対的に不変のままであった。１９８０年度から

1984年度にわたって資源の減少を経験している機関は保健医療資金局，連邦取引委員会，社

会保障局の統計研究・統計・国際政策部，国税局の所得統計部，疾病対策センター，国立衛

生研究所，住宅・都市開発省の政策開発研究.局，労働省の雇用訓練局，以前商務省にあった

産業経済局，民間航空局，州際通商委員会，そして入国帰化局である。環境保護庁と労働安

全衛生局は,この期間にわたって統計活動についての資源の増大を経験した。ほぼ一定した資

源の水準を統計計画に投入している機関あるいは予算に大きな動揺のあった機関は，保健人

的業務省の計画評価長官補佐局，退役軍人局，自然科学基金，全国高速道路交通安全局であ

った。

統計計画一主たる展開この報告書は過去４年間の統計計画におけるいくつもの重要な

展開を詳細に論じている。３つの大きな計画が開始された。第１は所得計画参加調査

（SurveyoflncomeandProgramParticipation：ＳＩＰＰ）の開始である。早<に

資金の手当てが破棄されたにもかかわらず，この調査は目下実施中であり，所得，富，政府

計画への参加そしてアメリカの世帯の広汎にわたる関連する社会的経済的特徴についての一

連の情報をもたらすだろう。その最初のデータは，１９８４年の初秋に発表される予定とされ

ている。

はじめられた第２の計画は，サービス業について利用のできるデータの改善である。議会

はこの計画の異った見地のために，１９８４年度予算において資金を商務省と労働省へふり向

けた。商務省内のセンサス局とＢＥＡは，経済のこの急速に拡大している部門に関してのデ

ータ源を改善する計画を発展させることを続けるであろう。労働統計局はサービス産業のデ

ータについての計画を拡大していない。

開始された第３の計画は，循環的なものであり，］９９０年の人口・住宅センサスの準備で

ある。センサス局は，長い準備期間を設けるために，この周期の中で早くから作業を開始し，

センサス計画のすべての側面についての基本的再検討を行っている。地域の研究を改善する

ために特別な研究が行なわれている。１９９０年のセンサスがより有益になるようにとのこの

早くからの努力は，１０年間周期のより早いうちの資金等を必要とするだろう。

近年予算の制約を経験している機関や計画において統計活動に必要な資金を削減するため

に様々のアプローチがとられてきている。とくに，主要統計機関のうち，ＥＩＡ，ＮＣＥＳ

ＮＣＨＳはその統計汁lIhiを根本的に削減しなければならなかった｡計画の凋轄は，主として

－１２－



規制的、的で用いられていたデータをこれまで提供していた計illIiのカット（ＥｌＡ），統汁

的研究，分析，評価の縮少（ＥＩＡとＮＣＥＳ），計画のIlill除ないしは頻度の減少（ＥＩＡ，

ＮＣＥＳ，ＮＣＨＳ）等であった。

これにﾉⅢえて，いくつかの機関における改革は明らかな結果として，研究深題の指導の変

化をもたらした【，節］に，いくつかのケースにおいて，省の課題にlRl係する諸''11題の一層の

卵解をめざすための一般的政策の分析に対しては，わずかの資金しかあてられていない，

第２に，いくつかの他に投じられていた資金が，今では既存の計i1hjの実施を検討するための

より特殊な汁lIi1i評価に１１']けられている。商務省の産業分析局は１９８４('三度に廃止された。そ

の機能の大部分は商務行の'ljの他の計画機関に割りあてられた。社会保障局の研究・統計局

は１９８３年度に改組された。４つの部がとりはらわれて，同局内の関連する事業部の中の事

業部門とされた。残ったiJllは，研究・統計・国際政策課と改称された。

統計調整と政策設定ＯＭＢの主任統計官によれば，ＯＩＲＡの統計政策職員の現仕の優

光事項は，１）ＧＮＰ推定値のためのデータの改良を調整すること，２）センサス局が収集

・発行している所得データを改善すること，３）標準産業分類体系の改[汀を監督すること，

である．

「統計政策」にあてられた貸金についての情報は入手できぽいのだが，職負数のレベルで

は，過｣ﾐ４ｲ1里間にＯＭＢか統計政策に投入している数か減ってきていることはlﾘlらかである。

商務省から移る時点で，迎邦統計政策・基準局は25人の職員を擁しており，そのうち14人が

専門職であった。ＯＭＢの統計政策の職員は，１９８２年には５人の専門職という少なさにな

り，現在では７人の専門職となっているこい

主任統計官は，近い将米に職員の増員は見込まれないとしている。これらの減少の結果と

して，ＯＭＢはいくつかの調整や監視活動を止めたり縮少してきた。この例としては，所得

と計画参加渦杏，１９９０年人11住宅センサス，統計データの標準銃il｣}{業所リスト（ＳSEL）

への分与に関する方法の監視である。１９８０年ペーパーワーク削減法で指定されている統計

活動は，各領域における現在のＯＭＢの活動を認定する報告の中でIHI別的に検討されている。

全般的傾向銃i汁計仙iのための資源の削減は，１９８０年度から１９８２ｲ|芒腱にかけてもっと

も激しく，それ以後予算はいくぶん回復した。一般的に，溢金のレベルは１９８０ｲ1：度のとき

より低いままである。しかしながら，すべての資源の削減が，データの画と１１tとにおいて比

例的な減少をみせているわけではない。いくつかのケースにおいては，予算削減を調整する

ためにデータの収集と処lJHにおける効率化がはかられている。自動化の充.唆，あるいは他の
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技術的統計の適用が．特定の計画においてはかなりの助けとなっている。他のケースにおい

ては，計画が根本的に縮少された。これは，全計画の停止，あるデータが収集・作成される

頻度の縮少，：標本の大きさの縮少，そしてこれによる信頼性の縮少，特定のデータを収集す

る範囲の縮少，あるいは収集されるデータの分析をよりわずかにすることによってである。

現在の統計計iihiの一般的川笥と１９８０年のそれとを比較することは雌かしい・異った機関

が異った圧力の下にあり，結果として，機関と計画とは個別的に吟味されなければならない。

この報告書の第３，４，５，６章は26の個々の機関における計iniiの展開を詳細に叙述してい

る。

資料の出所ＢＤＣの報告における分析は，第１に関連機関あるいは０ＭＢかが契約者

に提供したデータに依拠している。この報告に示されているデータが，分析された年にわた

って，またすべての検討された機関について比較可能性が保証されるように企てられている。

この理由によって，ＢＤＣは，統計予算への活動の算入についていくつかの調整を行い，結

果として，この報告における予算の数値はＯＭＢが発行している公式の予算記録における数

値とは必ずしも一致しない。先に発表されたデータとのずれは，この報告書に記録されてい

る。

バセリンデータ社はまた統計政策と計画とにおける最近の傾向を分析するためのインタヴ

ューを行った。検討された各機関のスタッフは情報の収集あるいは他から得られた情報を確

認するためにインタヴューされた。これに加えて，行iBi部門の外部の人あるいは統計機関と

以前に関連していた人も幾人か不足の情報を集めるためあるいは検討されている傾向の中で

の機関の位置を判定するためにインタヴューされた。
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Ｂ［統計政策，標準および調整における

○ＭＢの役割」（第２章）

本章は連邦政府の統計政策の監視，統計の収集と分析のための標準の設定，そして機関間

の調類の実施におけるＯＭＢの役割について論じろ。この論議は，統計政策活動とその使命

を遂行するための機関の資源についての簡単な歴史，その法的要諦の説lﾘ１，統計制度へのＯ

ＭＢの膨響についての叙述をふくむ。

統計政策活動の簡単な歴史

連邦統計政策活動は，実行命令によって独立機ＩＩＬ|として｢Ｉ'央統計委員会が創設された1933

年以降継続している,１）予算局を財務省から大統領府に移した１９３９年の改組法2）は,統

計調整機能を[|｣央統計局から予算局に移した。中央統計局の議長ｓｏライス博士は予算局の

統計蕪準のための局長補佐になった｡3）］９４２年の連邦報告法によって予算局の統計基準部

の仕事の領域は大きく拡がった:）

このh｢i動は予算hjjとその後継機関であるＯＭＢにひきつがれて，１９７７年までは，いくら

か低いレベルの組織としてであるが，統計政策課があたった。この裸の長は，もはやその機

関の補佐官ではなくHill補佐官であった｡5）１９７７ｲ|ﾖの実行命令Ｎｑ］２０１３は,統計政策機能を

ＯＭＢ長官から商務行長官に移した。長官は連邦統計政策，基準局（OFSPS；Officeof

FederalStatisticalPolicyandStandards）を，商務省の主任経済官による一般的監督

と政策}W指導の下に創設した。

１９８０年のペーパーワーク削減法（公法９６－５１１）は，この機能をＯＭＢのＯｌＲＡに

移した。ＯＩＲＡの二つの12な[]的は，連邦のペーパーワークの負担と連邦の規制とを減ら

すことである，

以前には統計政策活動の担当は統計政策課であったがＯＩＲＡに移されたときの地位は係

とされた。１９８２年５月に統計政策係が廃I［され，その機能は，経済的規制と統計に関する

係長補佐にゆだねられた。

１９８３年に主任統計官の地位が設定された。

資源

統計政策の指導と調整とがＯＭＢから商務省に移されたときには，２９人の職随と何人かの

パートの参与と他の機関から派遣された者かいた。このうち15人が商務省に移り，他の14人

はＯＭＢに残って報告審査を続けた。統計政策に割り当てられたホストの数は商務省で25人
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に増えた。この機能がＯＭＢに戻されたときには，１５人のポストしかなく，同じ数が放出さ

れた。他の職員は商務省に残されたのであった。ＯＭＢへの移動のあと１年のうちにＯＭＢ

に戻されたすべてのポストではなく８つが廃止されたり，ＯＩＲＡの他の係の事務職に移っ

た。事務職員はまず何よりも，統計政策ではなく，規制およびペーパーワークの検査にたず

さわっている。

現在ＯＭＢの統計政策の領域には，７人の常勤者と２人のパートタイム参与，２名の事務

員がいる。

ある点では，人数の削減のため，スタッフの技術的知識はかってほど広くはない。例えば，

社会あるいは人口統計についての専門的職員はいない。ＧＮＰ勘定に最も経験のあるスタッ

フは事務1職に転じた｡労働統計に精通しているスタッフはいない。

仕事にとって必要な経験の水準に関する組織の考え方は変った｡ＯＩＲＡへ移動する前に

は，統計政策のスタッフが各分野において深い経験をもっていることを保証するために意識

的な努力が払われた。この結果，殆んどのスタッフはまたＧＳ－１５レベルからそれ以上の高

い位置にある役人であった。この局において以前の管理者が引H1した原理は，上級の政府役

人は，難かしい技術的問題を-協議するときにもひけをとらないことが期待される，というも

のであった。現在のやり方は，技術的な経験の乏しい下級の者を雇うというものである。こ

れは組織の中での地位のレベルを低くしようとするＯＭＢの広い先導の一部である。

主任統計官は，ＯＭＢが新しいポストを設置するとは思えないので，職員に多くを加える

という計画を現在はもっていないといった。彼女は’局のいくつかの有効な什事は，職員の

追加があればもっと速やかに進めることができることを認めたc7）

資金的資源についての情報はない。統計政策は行政単位ではなかったので，別個のメンバ

ーとしてＯＭＢの予算に示されてはいない。

権限

ＯＭＢの現在の統計政策の権限は，ペーパーワーク削減法だけでなく，１９５０年の予算・

会計手続き法の,03節にも与えられている?ペーパーワーク削減法は次の四つの特定の要請
をふくんでいる。

１）連邦統計活動と計画の実施を改善するために長期計画を作成すること。

２）予算要求の検討と本節で示される他の方法を通じて連邦政府の機能を，統計と統計情

報の収集，解釈，配布に関して調整すること。

３）統計収集の手続きと方法，統計データの分類，統計情報の表示と配布に関して政府規

模の政策，原則，標準とガイドラインを作成し実施すること。
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４）統計計画の実施と機関が政府規模の政策，原則，標準ガイドラインとに従っているか

を評価すること!）

修ＩＦされた予算会計手続き法の第１０３節の言葉は，いくらかより大きな権限を与えている

ものと読むことができる。

大統領は，ＯＭＢ長官を通じて，政府の種々の行政機関による，何の目的であれ統計情報

の収集，編成，分析，発表，配布を改善するための計画をつくり，規制や命令を発すること

を指導する権限をもち，指示されている｡そういった規制や命令はそういった機関が守るの

である.

現在の活動

ＯＭＢの現在の活動を論じるにあたって，まず，ペーパーワーク削減法による特定の要求．

から,ついで予算会計手続き法のより一般的な要請からみて検討することにしよう。

ここに報告される情報の多くは，政府活動委員会の議長であるジァック・ブルックス議員

からの一連の質問に対するＯＭＢの主任統計官ドロシ－．Ｍ．テラの書面による回答からえ

られたものであるＰＬ層の情報は,直接にﾃﾗ女史からえたものと，ＯＭＢの現在没び元職

員そして民間のＯＭＢの活動についての知識が必要とされる仕事にたずさわっている個人に

対する面接によって得られたものである。

ペーパーワーク削減法の要請

ペーパーワーク削減法が委任している活動を本節でとりあげる。簡単な背景の検討では，

先行する諸機関の関連する活動について，ついでＯＭＢによるその活動と他の観察について

の声明にふれる。

公法９６－５１１の第一の要請；連邦統計計画のた坊の長期計画ま策定すること

背景先行組織は長期計画にたずさわっていた。例えば，ＯＭＢの統計政策部（Ｓ

ＰＤ）は，幾つもの計画を開始した。ここではそのうち二つが述べるに値する。すなわちＧ

Ｎｐデータ改善計画'1）と連邦統計の計画のためのクレームワークである。１２）ＧＲＰ計画

は１９７３年にはじまり，１９７７年には完成しその結果１９８７年までに主たる目標を達成す

ることによってＧＮＰデータを改善するという詳細な計画になった。この活動はＯＭＢがは

じめたが，活動する委員会のメンバーとスタッフは，産業，アカデミー，連邦機関から選ば

れていた。

－１９－



計Iljiのフレームワークは，そのとき］了任統計官であったジョセフ・ダンカンの言では次の

ような見通しのものであった。すなわちそれは「渚機関の将来の活動を計lilliするためのうレ
１３）

－ムワークを提供することによって（統Ｉ汁政策の）凋砿機能に寄」）することを企図している」。

このフレームワークは,計画によって影響をうける種々の機関のスタッフと密接な調整の下

でＳＰＤのスタッフが準IWjした。このフレームワークに提案された活動は体系的な形では追

究されてはいない，

特定の計画に加えて，計画することの必要性を}|'し出るための組綿的努力があった。１９７７

年の統計政策機能をＯＭＢから商務省へ移す実行命令は，同時にすべての行政省庁からの代

表によって織成される統計政策凋整委員会（ＳＰＣＣ：ＳｔａｔｉｃａｌＰｏｌｉｃｙＣｏｏｒｄｉｎａ－

ｔｉｎｇＣｏmmitteo）を設置し没:)この集団は統計活動を調整するだけでなく,二つ以上
の連邦機関の関与する活動を計仙iすることを助けた。連邦統計制度全体を包括する長期計画

を作成しⅢ毎年酉新するという作業は］９８０年にＳＰＣＣが開始した。この作ﾐ業は，統計政

策活動がＯＭＢに戻されてこの委員会が廃止されるまでに実を結ぶことはなかった。

ＯＭＢの見通しこの分野でとられる活動について委員長のブルックスに質問されたと

き，テラ女史は，局はその責任を，「数年間にわたる注意深い計画化と調穂を必要とする連

邦統計における重要な改善を認定することと，それらの改善をもたらす計iilliを作成すること

とによって」果たしつつあると述べた』彼女は次のとおり述べた、「所得統計と隔祉の測度

の改善と，産業分類および産業コードの改善とは，長期計画があった二つの領域である。ｏ

ｌＲＡはまた1990年センサスに関して機関の計画を調整し，センサスに続く大都市統計区域

再定義と調査の再設計とに関する計画を作成しつつある上'5）

後の，この報告書のための研究者とのインタヴューにおいて，］皇任統計官は，広汎な長期

計画のシステムについていくつかの限定を表明した｡'6）彼女は，政策局における長期計画

は，長期の必要が予め見通せないという理由から，適当だ．とは考えられないと述べた。そう

いった計画は，機関が諸問題を扱う柔軟性を制限し，将来問題が生じたときにとりあげる機

会をうばいとるであろうと述べた｡長期計画は，新しい技術を利１１]する機関の能力を抑制す

ると彼女は述べた｡'７）主任統計官はまた，組織は，それが計画を履行する権限を持たない

のであれば計,１mすべきとは考えないと述べた｡'8）

彼女はＯＭＢの正しい役割は，問題をとりあげる機関を指定することであるとくりかえし

た。彼女は往日されるべき幾多の問題を認定した。彼女は，所得と計画参加調査は大きな成

功をみたが，報告にのらない所得，非現金所得の測定と評価といった問題が研究され’監視

される必要があると脅えた｡'９）
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後の会話の'１１で，主任統計官は，ＧＡＯは統計政策に「太鼓判」を与えてきたことを示し

たが，彼女はよりすぐれた標準とガイドラインを作成し公衣するよめにより多くを行うこと，

長期i汁ihiではない政策の評価についてより多くを行うべきであることを示しﾌﾟﾆ。彼女は，そ

れらの特殊に法的な要請は，彼女にとって妓優先事項であると述べた。この故に，彼女は，

］９９０イドセンサスについての連邦櫛１吋協議会やＳＩＰＰ諾ｌ１ｌ蚕!=j会のようなH1了''１１は，「背ＩｌＬ１

にﾊﾞｰﾅｰをあてられる」だろうと述べた:0）

これらはセンサス局の責任であると彼女は考えた。主任統計官は後に，ＧＡＯのコメント

は1984年４月の会計審査官の証言にあると述べた!]）

他の見通し幾多の現在と以前のＯＭＢの局長は，他の政府機関の役人とともにわれ

われのｌｉＩｉ接ljに対して，統計政策ﾊﾟﾘのような集団が予算過ﾄﾞ1,1に彫響を与える電要なやり〃は，

かなり大きな予算を必要とする特定の政策に対する長期計i11iを作成するために諸機関と共同

して働くことであると語った。そういった計画は，適当な予算検査と調整されうるし，予算

決定のための文脈を用意しうる。宇闘計画のためのＮＡＳＡ計画は効:果的な長期戦略の例と

して与えられた。これは，ＯＭＢと機関の間で長期のLl標とそれを達成する手段について合

意をうるさいの長期計画の効１１１を示したと思われる。セスサス励の地理的な計画やＴｌＧＥ

Ｒのような長期的活動はそういった計IIjiの候補であろう。

公法９６－５１１の第＝の要請；ＯＩＲＡは予算案の検討弄通じて，政府の統計活動

を調整すること

背景予算の調薬機織としてのＩｉｌＩｌｌ１は，統計政策機能をもっている連邦機関とその年

の行政政策とに依存して，広く多様にｲjなわれている。

ＯＭＢの元職員によれば，統:'一政策部が存在したときには，］ろ算過程におけるその役割を

制度化するよう企図された幾多の手続きがあった。第一･に，ＳＰＤは，すべての通?Liな機関

の予算要求を受けとって検討した。第二に，すべての非統計機関は，要求にかかわる年度の

計Illjiした統計活動の概略を示す特別の予算記録（通達Ａ－１ｌ，公水54）を送付することを甥

求された。第三に，毎年，統計についての「長官の審査」があった。この検討において，統

計政策のI1MiLlは，ＯＭＢ長官と予算部ＩＩＩＩの｣二級幟員の注;意をひく，統計システムにとってと

くに重要な問題をもちだす。岐後に，政府規模の統計問題に庄懲を集中する予算記録の''１に

示される統計この「特別分析」があった、この報告は公式の予算付証書の一部分として議会

に送付された。
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これらすべての手続きか適切であったとしても，ＳＰＤがつねに予算過程にみるべき影響

を与えているわけではないに,例えば，何人かの予算審査官は，統計政策の職員を「特別嘆願

者」とみなした。そして実際に政策局の性格はＳＰＤの検討官がそうであることをひんぱん

に要求していた。その仕事の大きな部分が，機関とともに政策を作成したり修正するために

動くことにあるので，職員は，機関の計画のための予算要求を支持するのが適当であると考

えたのであった。さらに，統計政策の勧告は忠告にすぎなかった。予算審査官は大統領に対

する最終勧告にかなり大きな影響を与えた。

統計政策の業務が商務省に移ったとき，予算作成はより難しくなった。例えば，大統領の

予算についての審査は秘密であるが，審査官の何人かは，商務省のＯＦＳＰＳからの職員メ

ンバーと秘密情報をわかちあうことをいやがった｡後者が予算審査に参加する権限をもって

いるにもかかわらずである｡２２）何人かのＯＭＢ職員は，商務省の予算の一部分をＯＦＳＰＳ

が検討することは利害の対立を生じると考えている。これはこの国の２つの主要統計機関が

商務省の中にあるからである。

ＯＭＢの見通し主任統計官の見方は，「すべての統計政策職員メンバーは統計機関の

予算を検討し，統計計画の検討の際に予算審査官と協働する任務をもつ．……ＯＭＢの予算

審査官は，つねに統計計画における変化についてＯＩＲＡの統計政策職員と相談し，助言を

求める」というものである13）

われわれの研究者にインタヴューされて，テラ女史は，予算の過程に早くから関与する必

要を考えているので，予算記録は，大きな関心事でないと語った。ＯＭＢは予算過程の初期

の段階に資料作成機関と協働する必要があると彼女はいった｡２４）

通達Ａ－１１の書類54は，非統計機関の統計予算についての`情報をもたらしてきた。ＯＭＢ

は１９８４年度予算の準備過程でこの書類の作成を止めた。この記録を復活すべきかを質問さ

れて，主任統計官は，必要な)情報を集めるためによりすぐれている新しい手続きを制定する

と述べた｡２５）結果の出版物，『１９８５年度合衆国政府の統計計画と活動についての特別報

告』（ASpeciaJReporto几ｔﾉicStatisticaノＰｍｇｒｕｍＳａ７ＤｄＡｃｔｊｕｉｔｉｅｓＱ／

theU7zjtedStatesGoucr"ｍｅ几ｔＦｉｓｃａノ］９８５）が，この新しい手続きを通じて得ら

れたデータを発表している。最近の予算のラウンドである1983年の秋には，統計予算につい

ての情報を求める１０月26日付の手紙が，諸機関に送られた。この手紙は，主予算の決定後か

なり後の12月１日までに回答を寄せることを求めていた。主な統計機関についての予算情報

は，それらがすべて別々の予算付託をもつので人手可能である。
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他の見通し幾人もの元ＯＭＢ職員は，統計政策の職員が一貫して予算に膨響を及ぼす効

果的な制度的方法は，これまでなかったと考えると語った。現在のＯＭＢのｆ算部門にいる

かなり高令の人は，近年，統計政策のスタッフメンバーは予算審議に11動的に関与したこと

はないという考えを述べた。かなりの職員が，どんな影響でも，ある予算辮査員とある統計

政策スタッフメンバーとのｌＩｉＩの個人的な関係や尊重からもらされることに注lilした。

しかしながら，ＯＭＢの統計政策と他の職員の両方が，インタヴューにおいて，それらの

人間関係は以前ほど強くはないことに心配を表明した。幾人かの人は，予算審査官は’統計

政策職員と協議することなしに統計計画に関連する予算を作成し，プログラムの決定を行っ

ていると考えた。

公法９６－６１１１の第三の法令的要請；ＯＩＲＡは統計基準とガイドラインを作成

し実施しなければならない。

背景統計政策グループの主な機能の一つは，連邦機関による統計データの収集，分析，

配布についての基準を１Jもえることであった。１９３９年から１９６９年まで，この事務局は統計

基準局あるいは部と呼ばれた。商務省への移動に先立っては，ＳＰＤは二つの方法で基準を

公表していた．すなわち（１）ＯＭＢの通達，これはＯＭＢが連邦機関の作業の指導に用い

られている，と（２）直接のLlI版物で，標準産業分類（ＳＩＣ）や標準峨業分類（ＳＯＣ）

などがある。統計政策の商務省への移動に伴って，ＯＭＢの通達は，ＯＦＳＰＳの統計指導

として再発行された。統計政策がＯＭＢに戻ったときには，これらの指導は，実行命令の下

に行われた。２６）

既存の20の統計指導の大半は1975年以前に公表された。一つだけがそれ以後のものであ

る。

○ＭＢの見通し主任統計官は，ガイドラインや標準の開発は主な偲先事項の一つとなる

であろうといい，ＯＭＢは，指導No3『主要連邦経済指標の公表のためのガイドライン」の

ような既存の基準を強めるための「強い処置」をとると述べた。彼女は，この活動を遂行す

る際に機関全体の支持をうけていると考えている工彼女は，いくつかの基準は「窮地におち

ていって」おり，無視されていると考えている。指導１，２と３（サーヴェイ基準，出版基

準そして経済指標の発表）は改訂されるべきであり，提案された改訂は連邦公示録にすぐに

公表されると語った｡２７）

標準産業分類（ＳＩＣ）はまた，改訂.の途次にある。新しい基準は経済センサスのある

１９８７年頃には利111可能になると考えられる。以前1981年計画されたＳＩＣの改訂はついに
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実行されなかった:8）

指導N0,4は，貧困の定義とその決定に用いられる資料出所にかかわっている。ＯＩＲＡは

世帯の所得データを検討する際に，とくにこのiHI正にかかわっているので,明らかに－つの

役割りを果たす。主任統計官は。センサス局の上級専門職メンバー－人を，彼女の局に数カ

月間のパートタイマーとして選抜する用意をした。この人は，所得iHI定一般と貧困省への非

現金の受取の評価についての情報を提供した｡

ＯＭＢの標準の設定についてのもう－つの見方は，統計方法についての連邦委員会の作業

である。この委員会は１９７０年代の半ば以降，ＯＭＢあるいはＯＦＳＰＳが議長となり,管

理してきた。そして極々の統計的渚問題について11の報告を作った。これらの報告は，助言

的なものにとどまるのであるが，統計的文献に迫１１１'されて，幾つかの分野で，法律上のもの

ではないが，事実上の一団の標準をもたらす。

他の見通しＯＭＢが新しいＳｌＣを予定どおり完成する能力をもつかについては,ある

人々には不安があるが，センサス局のようなちょっとした遅れにも最大の影響をうける機関

ではひどくは心配していないようである:9）ＢＬＳのようないくつかの機関においては，こ

の変更を実施するのに資源を利用できないのではないかという心配がある。

幾人もの回答者が’０ＩＲＡの標準設定と役割の監視は，深刻な問題なしに続けられると

思われると述べた。

ペーパーワーク剤減法の第四の要請；統計計画の実行の評価と機関の政策およびガ
Ｏ

イドラインの11頂守

背景１９７１年に連邦統計についての大統領委員会は計画評価を，統計政策についての最

も重要な問題の￣つと考えたが，評価は，統計政策局が直面しているより困難な任務の一つ

である。例えば，適当な人員を使用できるなら，標本の効率性と適切性を評価することは比

較的簡単である。しかしながら，計画を特定しての評価は，利用者の必要，特定の問題の効

用，そして関連する基本的問題にあてられている。そういった評価は，かなりのところ難か

しい･統計政策部は異った機関の全体的活動を評価することを企てたが，特定の計画の統計

的側面の評価を指導することは企てなかった。

ＯＭＢの見通し主任統計官は，政府活動委員会３０）とこの報告を用意しているスタッフ

に，統計政策評価の指導性は,許可過程をつうじて発揮されると語った。これに加えて，ＯＩ

ＲＡのスタッフは，機関からの統計的報告については，彼らがその後許可過程を通じて追跡

しようとする弱点を認定することを意図して，吟味しようとする。主任統計官はまた，選ば

れた計画は「徹底的に」評価されることを示した。
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すべての機関の活動を評Iilliすることについての質'１１１に対する|IjI客において，１２任統計官は，

法律はＯＩＲＡに，すべての機関ではなく特定の統計計llbiを検討することを'班水しているこ

とを示した｡3］）

他の見通し新しいシステムの下で汁imi評価は終了しなかった。したがって，われわれの

研究ffへの'''1溝は，ＯＭＢの統計政策の戦略の有効性を評価することに気が乗らないという

ものであった。

予算・会計手続き法の要請

Ｊｚ算．会計手続き法32)との関係でのＯＭＢの行動を検討するのはより難しい点をいくつか

もつ。それは，この法律が特定の行動を饗求していないからである。すなわち，それは，統

iilシステムに対してＯＭＢの統計政策スタッフによって提起されたリーダーシップを検討す

ることを残している。

近年，統計システム内にいくつかの組織が生まれた。下院の政府活動についての委員会は．

それら組織の'１}編へのＯＩＲＡの介入についてＯＭＢに質ｌｌＬＩｌした。この一連の質問に対する

1ｉ圧統計官のlIjl答は，予算・会計手続きiｸﾌﾞﾃﾞに|可ってＯＭＢの現在の姿勢を確認する点で参考

になる。１i仔統,汁官の答は〆彼女とそのスタッフは，エネルギー怖報庁の場合を除いてはわ

ずかしか介入しないことを,｣<している?，

ＯＭＢの見通し委員長のブルックス氏の妓初の質問の対象は，社会保障庁の研究統計局

（ＯＲＳ）であった｡３３）」《仔統計官は，ＯＲＳの研究スタッフの一部はこの庁の他の部門

に分散されたことを認めたが，ＯＩＲＡは改組の決定を導いた審議には関与していないし，

その改組はＯｌＲＡの関与をｊＥ当とするような，統計に対する何らかの意味をもつものとは

思えないことを示した。

第二の質問は雇用．訓練省（ＥＴＡ）にかかわっている｡３４）主任統計官は，ＯＩＲＡは

この改組にはかかわっておらず，「統計についての起りうる影響はＢｌｌ白ではない」ことを示

した｡

質問された第三の改組は，保健人的業務省の計画評価次官補室（ＡＳＰＥ）のそれであっ

た。彼女は，「計画・評,価次官補室（の改組）に関係する計画は発表されていない」と１口|答

した。

産業経済局（ＢＩＥ）は雌近廃止された｡３５）その活動の一部は国際貿易局に移され，残

りの者は産業分析局と呼ばれる新しい蝋位の中におかれたDliJ1客の巾で，ＯＩＲＡは，この

改組に関与していないと述べた。

ＥｌＡが］９８１年に改組されたとき，ＯｌＲＡは「柄動的で建設的な役割」を演じる，と
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主任統計官は述べた。

下院政府活動委員会が調べた岐後の改組は，司法統計ﾊiI）（ＢＪＳ）の地位を変える立法に

よるものであった。主仔統計官は，この法律についての政府か支持した上院の見解において

起ろうとしている変化に関して部分的に述べた｡３６）彼女は，この変化は「司法統計局局長

を大統領ではなく法務長官の任命とし，現在の報告の方針を変えて，ＢＪＳ局長は法務長官

ではなく法務長官補佐に報告することとする」ものと述べた。ＯＩＲＡはここで何の役割を

果たさない」：7)ＯＭＢの以前の統計政策部はＢＪＳの設立に深くかかわっていた。「フレ

ームワーク」の司法統計に関する章は，ＯＭＢがこの発展に重要性をみていることを示した§8）

予算・会計手続き法に関係する他の領域においては主任統計官が動いた。例えば，彼女は

すべての主要な統計機関の長からなる統計政策諮問グループを再組織し，これは1984年４月

に会合をもった。このグループでの将来の議題は未だ定義されていない。

他の見通しこの報告書の研究者の一人は，研究・統計局の，研究・統計・国際政策部へ

の改組の結果として，この組織の仕事における重要な変化があった（Ｐ・ｌ７７ｆｆをみよ）

ことを示した。

ＯＲＳは，その設立以来，人口の全般的な経済的福利についての統計の第一の出所であっ

た。それらのデータは政府規模の戦略的計画に広く用いられてきた．ＯＲＳの改組について

のある批判者は，この改組が政策研究への深刻な否定的な影響を及ぼしたと主張した。ある

賛成者は，ＯＲＳの改組の補足的な肯定的側面をとくに社会保障計画の管理の中に見出して

いる｡３９）

ＥＴＡの改組の正確な意味についてコンセンサスはない。ＥＴＡはその計画において削減

をいかに割当てるのかを決定してはいない｡それは，その分析計画を大I1uに削減するか，労

働力の参加の全国的縦断調査(パーネス研究)を廃止するかを決定しなければならない。改組

と削減についての批判は，どちらの方法であれ，重要な情報を失なわせるという。他の者は，

もしこの省がこの計画に十分に高い優先llliiを与えるなら，資金をうることができることに注

意している。

職員の削減についての話し合いもあるのだが，この報告書のための研究者はＡＳＰＥの

付随する改組については資料を見出さなかった。

ＢＩＥを廃止することの意味はなお明らかではないのだが，改組の支持者は，それが外国

貿易の政策分析を改善することを望み，批判者は，他の産業上の諸問題の分析の質と畷が低

下することを恐れている。

ＥＩＡの改組の結果は，この機関のかなり大きな縮少であった。この機関は，産業につい

ての要求される報告の数をきびしく減少させた｡産業界の代表者とのインタヴューでは，多
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〈の人は「新しい」ＥＩＡに満足していることが示された。ある代表は，削減か大々的であ

りすぎたので，すぐにもっと多くのデータを産業が必要とすることになろうと述べた．しか

しながら，彼は，政府がその資料を集めるよりも自分の組織か集める万かよいといった。他

のエネルギー政策作成音と分析家は，データ収集と統計分析の削減によって，政府は産業活

動の性格を評価することができなくなり，将来のエネルギー危機の発生に対応する国家的能

力がおちるかも知れないという危倶を表明した。

上院の法案にえがかれたようにBJSの改組は主任統計官が述べたより包括的で鑑ｌ
上院のこれについての法案は，以前の法律施行援助庁（ＬＥＡＡ）に似た構造の新しい組織

をつくろうとするものであった｡41）支持者たちは，上院の法案が要求している変更は，各

々の活動が他の各々の活動を支えるという活動の相互的支えをもたらし，このようにして機

関全休を強化するものであると考えている。しかしながら，批判者は，新しい組織の活動の

側ｌｍは，研究と統計活動を圧迫する危険をもつと考えている。例えば，社会科学協会連合の

法と刑事上のネットワーク（ＣＯＳＳＡ）は，そのメンバーのメモにおいて，次のように述

べている。「法務省の研究と統計の領域を，その活動のための権力ときり離すことが重要で

ある．裁判研究が，法的強制と裁判についての全国研究所（ＮｌＬＥＣＪ）の中に位置づけ

られていた］９７９年以前の経鹸は，ＪＥしい意図をもっていても，つかの間の政策は，研究計

画を台無しにしうることを証[ﾘＩした」４２）

ＯＭＢの統計政策への他の影響

主任統計官とＯＭＢの統計政策職員だけが政策に影響する機関のメンバーなのではない。

例えば，予算審査官は，彼らの勧告によって政府を通じて統計機関の計画に識別できる影響．

を与・えている。同じように，ＯＩＲＡの事務職員も，ペーパーワーク削減法の条項を実施し

ながら，データ収集の書式と情報収集予算を検討するときに，統計政策上の問題に影響を与

える。

許可1942年の連邦報告法の発効以慧)殆んどの行政棒関による１０人以上の個人から
の同じ情報の請求は，ＯＭＢからの許可を必要とすることになっている。１９８０年のペーパ

ーワーク削減法はこの行為を継続している。この法律はＯＩＲＡを設立し，そこが情報収集

要求の審査過程を管理するものとした．

各々の連邦機関は，その機関に関するあらゆるＯＩＲＡの活動を監督する責任をもったＯ

ＩＲＡの事務職員を－名割当てられる。ある職員は統計の経験をもつが，殆んどは持たない。

審査請求の各々の写しが，これをコメントする機会を与えるために統計政策グループに与え

られる。ＯＩＲＡの役人は，統計的意味が感知されるすべての審査請求が，検討のため統計
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政簸グループにさしｌｆ１１けられていると述べている。この制度は，一万で統計の問鼬について

の認識をえながら，各;機関の規制と'１，；報の政策に対して総合的なアプローチを用意すること

をｊＩｌっている。

この実施は，1977年の統計政策部（ＳＰＤ）の改組以前にＨ１いられた許可手続きとちがう。

元ＳＰＤの職員によれば，その手続きは，ＳＰＤの経験ある統計家にあてられたすべての統

計的許可要求を第一に検討するというものであった．ＳＰＤの検査官は，その機関が要求を

もちだしたかどうかにかかわりなく，ある主題事項の領域におけるすべての許可を割当てら

れる。そしてＯＭＢの予算審査官は，その機関について二次的検討を行った。統計的でない

許可請求は，機関の関心が適切に取扱われていることを確かめるために，適当な予算審介官

の第一次審査にゆだねられる。そしてその二次的審査がＳＰＤの許可局のメンバーあるいは

統計的検査員にあてられた。この手続きは，統計上の問題が経験のある統計家によって扱わ

れることを確かなものにしようとして企画された。

現在のアプローチに対しては，ある観察者は支持し，他の観察者は批判している。以前の

手続きにおいては，許可はことがらが特別の関心事でないかぎり，予算審査官の課題におい

てはしばしば優先度は低かった。そのうえ，審査官の作業負担が季節性をもっていたので，

許可に対する彼らの注意にはむらがあった。他方で，ＳＰＤの検査員は，すべての統計､<l許

可請求が，技術的に妥当で，統計制度の全体的要請と矛盾していないことを保証する位iv,ｌに

いた。例えば，国民総生産を測定するのに重要な行政記録請求はＳＰＤ職員が監視していた。

現在の過程は，所得の部門からのすべての許可要請について責任のポイントをつくった。

しかしながら，統計政策に対する注｢]は〆何人かの批判者によれば，以前より体系的ではな

くなった。どのような許可に対しても第一義の責任は持たないで，少人数のスタッフに対し

て多くの他の要求がある中では，統計政策のスタッフが適当な許可要請に確実にかかわると

はいえないというのが批判者の主張である。非統計の領域の幾人かのＯＩＲＡ職員は，統計

政策の意味をもつ多くの許可は統計政策のスタッフからの助言なしに処蝿される危供がある

ことを表明した。

ＯＩＲＡのスタッフメンバーの間でのインタヴューによって，彼らが，協議する適当な統

計政策スタッフメンバーを認定することにしばしば困難をみていることが示された。

幾つもの例においては，事務職員が，統計政策のスタッフと協議することなく，統計活動

に不承認を与えていた。そのうちのいくつかについては，その後訴えがあり承認された。事

務職員はまた，統計政策スタッフと協議することなく長期計画を要求した。一つの例では，

国立保健統計センターは「今後５年間に考えようとしていたすべてのＮ－ＨＡＮＥＳ（全国

保健・栄養試験凋沓）にかかわる研究についての包括的計画」を請求された。
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「情報がその機関にとって実際的効111をもつ」というヘーバーワークIill減法の要請は，多

くの統計機関に，きびしい問題をもたらした。この要請は，oＩＲＡの解釈ではﾈ|:会的，経

済的ないし科学的現象の一般的蝿解にとって必要なデータの収集を禁じるものとされている

という考えが諸機関の間にかなり広まっている｡４４）「ペーバーワーク)jll減の始まり：連邦

統計計､,iと産物への影響」を論じるための統計機関の長の岐近の会合において,４５）鹸も-

般的な不慢の一つは，ＯＭＢがこのいわゆる実際的効用という句を立法において不適当にⅢ

いているというものであった。例えば，当時国立教育統計センターの長であっ,ﾌﾟこマリ－．，

・エルドリッジは，実際的効１１１という概念は「非常に主観的」で，ＯＭＢはその適用を「う

まくはやっていない」と述べた。同じ会合で，エネルギー情柵局の代表は，ＯＭＢが書式を，

そのいくつかの項[)が直接的/よ実際的効111をもたないという根拠で部分的に不承認としたこ

とを引き合いに出した。主張によれば「実際的効用」をもたない特定のデータ項|]を除去す

ることによって，データのバランスという脈絡を失う危険があり，全ての調査を利用できな・

いものにする。他の人々も同じ考えをくりかえした。

連邦情報配置システム（ＦｌＬＳ）１９８０〈|:ベーバーワーク削減法の条項の下に，ＯＭ

Ｂは，IYi靴源の名簿，データ要素の辞i1lそして怖報探索サービスからなるＦｌＬＳを設J1ﾉ:し

なければならなかった。これらの要諦に応えるために，ＯＭＢは，国防行が管叩するＦＩＬＳ

を設立した｡１９８４年６)］１１]現在で，ＯＭＢからの書式許可を求める要請は，すべて請求

'|]のデータが他の連邦機関から入手できないことを確かめるためにＦＩＬＳの調資をその請

求機関が行ったという保証を(''2っていなければならない。この発案者は，非常に多くの重複

した情報が収集されているので，この｢|動化されたデータ索;|を用いることでこの重複が減

少すると主強している』

批判者は，実際の問題として，この-F続きは，少くとも統計の領域では，重複を阻止する

ことなく，これを行う企業のfLf用を増加させると云っている。例えばⅢ連邦準備理事会を代

表する人か，６月]５}]の専門家協議会での会合において次の点を指摘した。すなわち調査は

広い領域にわたってよりも，個々のデータ要素をlik礎に行なわれるべきである，というのは

そういったどんなシステムのキーワードとなる特徴も一般的にならざるをえず，価値の小さな

なものになるからである。しかしまた，大部分の統計的活動にとって，個々のデータ要素は

わずかしか価値をもたない。というのは，データ挫索のｲ]｢１１]性は，そのつながり，すなわち，

特定の調査におけるデータ要素のすべての関係に依存するからである。さらに，このシステ

ムのための料金があるので，直接的コストもある。

何人かのＯＩＲＡのスタッフメンバーは重複を深刻な問題とはみていない。情報収集の喫

求を不承認とすることか許されるfWHll-負担Ⅲ実際的効〃'１適度のlY}|]，頚襖一一のうち，
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重複はまれにしか使われない．

要約

ＯＭＢは現在，統計政策スタッフの役割は限られたものとみている。例えば，統計機関の

改組は，関係する機関あるいは部１Ｍ]の特権としてだけ殆んど考えられている。ＯＭＢ内部で

の活動における統計政策スタッフの役割は，予算審査のようにごく小さい。統計政策スタッ

フと予算審査員との間の交流は相対的に少ない。ＯＭＢの他のグループは，予算審査員とＯ

ＩＲＡの事務職員のように，統計政策の諸問題に影響を与えている。
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ｏＰ・Cit、Tellainterview，Ａｐｒｉｌｌ３，ｌ９８４

ｉｂｉｄ

21）

⑭
却
却
却
却
助
詞
勘
⑩
池
⑰
知

ＥｘｅｃｕｔｉｖｅＯＩｄｅｒＮｏｌ２３８１

ｏｐ，Ｃｉｔ・Ｔｅｌｌａｉｎｔｅｒｖｉｅｗ，Ａｐｒｉｌｌ３，１９８４

第１章ｐ、３０をみよ。

ＬｅｔｔｅｒｆｒｏｍＯＬ・ＫｉｎｃａｎｎｏｎｔｏＤｏｒｏｔｈｙＴｅｌｌａ

ｏｐ、Cit、TellalettertoChairmanBrooks

op，Cit，Ｔｅｌｌａｉｎｔｅｒｖｉｅｗ，Ｍａｙ１８，１９８４

ｐ、４５をみよ

op・Cit・TellalettertoChairmanBrooks

ＮｏｖＧｍｂｅｒ２２，１９８３
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34）ｉｂｉｄ

３５）ｔｈｅComprehensiveCrimeControlAct，８－１７６２についてのより完全な記述

については第４章ｐ・’５６

３６）ｏｐ・Cit・TellalettertoChairmanBrooks

37）ｉｂｉｄ

３８）ｏｐｃｉｔ・Framework，ｐ、５４

３９）第４章はOfficeofResearchandStatisticsについて述べている。

40）ｏｐｃｉｔ、ＴｅｌｌalettertochairmanBrooks

4Dop．ｃｉｔ，CrimeControlAct，

42）ConsortiumofSocialScienceAssociations・ＭｅｍｏｒａｎｄｕｍｔｏＭｅｍｂｅｒｓ

ｏｆＣＯＳＳＡＬａｗａｎｄＣｒｉｍｅＪｕｓｔｉｃｅＮｅｔｗｏｒｋ，Ｍａｙ２，１９８４

４３）４４（ＵＳＣ３５０１－３５１２）

44）実際的効用の定義：「一般目的の統計の場合には……実際的効用は現実の利用が示さ

れうることを意味するLFederalRegister，Vol、４８，ｎｏ、６３．Ｍａｒｃｈ３］，

ｌ９８３ｐｌ３６９２

４５）Ｍｅｅｔｉｎｇｏｆｔｈｅ“CouncilofProfessionalAssociatiｏｎｓｏｎＦｅｄｅｒａｌ

Ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ，，Washington，ＤＯＪｕｎｅｌ５，1９８４
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、上院・１９８４年ペーパーワーク削減修正法案

について

（合衆国上院・政府問題委員会報告静・第９８議

会第２会期，９８－５７６，１９８４年８月から）

目次

１修爪点……………………………………･…………………………･……･……………１

１１修IIi点の,税lUl…………………………………………･…………………………･･……３

１１１「|的と要約………………………………………………………………………………３

Ⅳ法案の背景と必要…………………………………………･………………･………･…４

Ｖ法案の重要点…………………………………………………………………．．……･…７

Ⅵ婆Ll会の公聴会…………………………………………………………………………１０

Ⅶ政府(【!|l見解…………………………………………･………………..…………………１２

m委しＩ会の活動と投票……･………………………･……･………………………………１５

Ⅸ節ごとの分析………･……………………………･……･……………………･……､.…・l6

XMJfbllへの影響……………………………………………………………………………２６

m法制定の推定YIi川……………………………………………………･……..…………２６

剛現存法律の変化……………………………･…･…………………･……………………２７

チルス氏の迫ill1的兇解……………………………………………………………………４２

(訳背証，Ⅷ～刈は本資料では訳出してい・上掲ｕ次のページは原報告害のもの）

Ｉ修正点

修lE点は次のとおりである。（提案された法案のページと行で述べる）

１３ページの６から19行目を削除し，代りに次を挿入する。

「４節。合衆国法典第44編の３５０４（ｄ）を次のように修正する，

「（。）局長の統計政策と調縦の機能は次のものをふくむ－

１１１連邦政府の銃i;|活動と計画のiiMl糖と作業の改蕃のための長期計iil11を策定し，定期的に

検討し，必要なときに更新すること

（２）渚機関の予算案を検討し，その策かこの長期計Iil1iと矛盾していないことを確かめるこ

と
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（３）統計と統計情報の収集，解釈，配ﾊｺﾞに関する連邦政府の機能を，予算提案の検討とこ

の章で示されている他の方法を通じて，調整すること

(4)統計収集の手続きと方法，統計データの分類，統計情報の表示と配布，そして連邦計

画の管理に必要な統計データ源に関して，政府全体の政策，原則，標準，ガイドライン

を制定し実施すること

（５）統計計画の実施と機関が政府規模の政策，原則，標準，ガイドラインを順守している

力〕の評価

１６）本小節の(1)から(5)に述べられている諸機能を，本章に制定されている他の｣情報資源管

理とを総合すること

（７）本小節の１１)から(5)に述べられている諸機能を遂行する訓練を積み経験豊かな専門的統

計家である主任統計官を指名すること」

２３ページの24から25行目を削り，その代りに次を挿入する。

（２）(3)ｌＥ１節を削除し代りに次を挿入する(，

「(E）1984年連邦資産と行政サービス法（４０Ｕ,Ｓ、Ｃ、3757と759）の１１０節と１１１

節の要求および本章の目的に従いつつ，連邦政府の自動データ処理とテレコミュニケーショ

ンの必要に見合う５年計画を,一般業務局長との協議のうえ制定し年々更新すること,そして」

３．４ページの22行の「そして」という言葉を削除する。

４４ページの25行を削除し代りに次を挿入する。

「そして次の政策を実施するためのガイドライン

（Ｃ）公衆が利用できることを本章で要求されている情報収集要求に関係する情報への公

衆のアクセスを，電子メディアによるものをふくめて，強める便宜と手段について議会に

報告する。

（Ｄ)連邦認可計画の行政と結びついた連邦の情報収集の負担を減少させる一層の主導性を

認定する。」

５．６ページ６行目の「そして」という言葉を削除する。

６６ページの16行目を削除し代りに次を挿入する。

「次年度に向けてのそういった計画を都度，そして

（ｃ）主要な連邦統計活動と計画のための現在実行中の長期計画の記述と要約」

７．８ページ７行目から22行目を削除しその代りに次を挿入する。

「(９）（１）局長は，ＯＩＲＡが検討した提案あるいは最終の規制の提案が連邦公示録

に公けにされた日以降，請求に応じて公衆が速かに利用可能にすること。

（Ａ）そういった規則を提案あるいは公布している機関が局に対して検討のために提出した
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提案あるいは確定の規ⅡⅢの草稿のコピー

（Ｂ）規則作成機関が局に提出した案に関するあらゆる書面資料を，節（Ａ）の下での草

案規則を提出すると同時あるいは後に，

（Ｃ）局が規則作成機関に提出した草案に関するあらゆる害面資料を，節（Ａ）の下での草

案蜆Mljを提'二[Ｉすると同時あるいは後に，

（２）局長は，節(11で述べられたコピーと資料を，それらの節で述べられていた規則の検討

を，本章にしたがって行っていようがいまいが，公衆が利用可能にする。

（３）本節での要求の長あるいは局長によるI|頂守は法的検討には従わない」

８９ページの13行１１，数「44」を削除し，数「40」を挿入する。

９１２ページ，２４行目のコンマの前に「ＯＭＢが決定したとおり」を挿入する。

１０法案の最後に次の新しい節を挿入する。

「１３節3507(a)(2)（B）は，セミコロンの前に次を挿入して修正する。「そして，情

報収集要求についてのタイトルを投定すること，情報の必要とその提案された用途につい

ての簡単な記述，ありうる側答者と提案された頻度あるいは回答についての記述，そして

負担の推定」

Ⅱ修正点の説明

修1K点は越本的には大部分がlﾘﾘ確化とテクニカルなものであり，この搬告にふくまれてい

る節ごとの分析の部分で詳しく論じられる。

Ⅲ目的と要約

修正されたＳ、２４３３は，ＯＭＢ内のＯｌＲＡに対して，さらに４年間にわたっての予算

を付与し，１９８５年度の900万ドルから１９８８年度には１０５０万ドルとするものである。さ

らに次の点をふくんでいる。すなわち

その期間においてさらに年５％のペーパーワークの削減を目標におくことをＯＩＲＡに指

示していること。

ペーパーワーク削減法を，すべての報告や記録保持に対してそれらが新|[1の規則にうたわ

れているかにかかわらず週川することを明らかにしている。

ＯＩＲＡの行政は上院によって承認されることを要求している。

ＯＩＲＡが，その資金の利用，統計政策の計画，そして情報資源の袴}'{1での指導について

追加報告をすることを要求している。

ＯＩＲＡに対してすべての提案された規則の草案を公衆が利11]できるものにすることを要
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求して，定期的な検討過服への公衆のアクセスを拡大させている。

ＯＩＲＡに迫りⅡ雁１１１の樅'1Mを与えている□

既存の連邦テレコミュニケーションﾉ,L金と自動データ処理雑金とを，新しい情報技術茶金

に合体させる。

諸機関がその連邦公示緑（FederalRegister）の告知に,提出されたh1j細収集要求をふ

くめなければならないことを規定することによって，ベーバーワークの検討への公衆の参加

を促進する。

Ⅳ立法の背景と必要

１９８０年ペーパーワークiliIl減法（公法９６－５１I合衆国法典第44編第３５章）は，１９８１年

４１１１日に発効した。

この法律は，公法９３－５５６によって制定され，フランク・ホートン議員が委員長で，ト

ム・マツキンタイヤーー上院議員が高||委員長であった連邦のベーバーワークについての委ｌｉ会

の報告によって生まれたものであった。この委員会は連邦のペーパーワークの費用は年に

］０００億ドルを越えうるものであると結論し連邦の情報資源の管理を改善するために７７０

の勧告を行った。委員会を賞めたたえていえば，行政部門の機関に宛てられた501の勧十Liの

うち４６１，すなわちほぼ９２％が受容られたということは注ロに値する。

1978年から1980年までに開かれた公聴会において，連邦の支出行為及び開かれた政府

についての上院小委員会は，独自に，アズリカの大衆一教員Ⅲ医者，薬剤師，州や地方の公

務員，経営者あるいは年輩の市民等一は，連邦のペーパーワーク要求は統制がとれていない

という感想を広く抱いていることを証1ﾘﾘした．

ペーパーワーク削減法は，連邦諸機関による不必要で浪費となる情報要求を少なくするた

めに中心的管理統制と責任の構造を打ちたてた。この法律の制定にあたっての基本は，情報

は自由財としてではなく，価値をもち注意深く管理されるべき資源であるとする連邦ヘー

パーワーク委員会による勧告を議会が受容れたことであった｡

この法律は，連邦政府が発起して大衆に押しつけている，すべての報告や記録保持の必要

について体系的な検討のための機構を創り出した。自動データ処理と電信・電話，連邦統計

活動，記録管HM，記録のプライバシー，情報政策，ペーパーワークと定期検討に関する政策

責任が，連邦政府の情報資源をよりよく管理するために，一つの局に集中された。

殊に，この法律は，ＯＭＢの中にＯＩＲＡを設簡しすべての報告と記録保持の要求が機

関にとって｣|当１性のあるものであるのかを検討し，求められている情報が，政府に必要であ

り，政府が既に収集した情報と重複せず，公衆に実際的で妥当な最小の負扣しか課さない
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場合にだけ承認を与える，というlLi任を，このＯｌＲＡに'jえた。この法律はまﾌﾟﾆＯｌＩｔＡ

に１９８３ｲ|÷]0月１日までに連邦のベーバーワークを25％１１１１鍼するという'１標をたてることを

>)くめたに，

１９８４ｲ'２１月に，政府は，この法１'1で求められた'二|標をﾉﾋﾋﾞ本的に越えたと声lﾘＩした，述邦

ペーバーワークは，この法律が成ｊＬたときからillIlって，329(１，すなわち年47ﾉ７７千Ⅱ｣jllll分

の大衆へのfi1｢1分が削減された１－時間２０ドルとして計1ilIすれば，これはほぼ100億ドルの

減税にあたる。

これはWr要な達成であるが，連邦ベーバーワークの負扣の真の次元は，除々に遅れて[ﾘ|ら

かになってくる。ＯｌＲＡは１９８０年度の終りに14億７７００〕j時間の負担があると,汁算した。

しかし．ベーバーワーク削減法に命じられた検討過程は，この総計にはふくめられていない

多くの辺ljll的li1i報要求があることをlﾘ|るみに出した。これに力[Iえて，新しいペーパーワーク

ー要求がこのとき以降生じている。その結果，ＯｌＲＡは１９８０年の外見的基準のほぼ３分

の1を削減したにもかかわらず，１９８３年度末の保有駄は20億２３００万時間であると計算し

た。

さらに，霧【i会は，蔽要な報告とiid録保持要求は，この胸&ｲj愚には未だふくまれていない

とｇえた。例えば，A-21iUl達のような幾つかのＯＭＢの徹:f1l1通達は，この法律による即|顎

とされず，統肪'１番号は示さない報告や記録保持要求にもｊｌｉＩｒを持つものである。この法律で

術'１定される削除過程のまさに支持行である小企業の代炎者は，これまで，事態の進展による

恩恵を感じていないということを繰り返して伝えている。明らかに，連邦ペーパーワークの

負担は未だ筒理の下にはなく，そして－１欝の削減か必要になっている。

Ｉ９８２ｆＴ;６)|には，司法省の法制１１ﾖ)が，この法律の成１１K時点で発効するtM則にとくにふく

まれている報fLfや記録保持要求に対するベーパーワーク削減法の週Ⅲ可能性についての意見

を発表した。この意見は，３５１２／ｈ）節で用いられている「'ｌｉＩｊ#'１１要求の収集｜という繕を一

連の燗報要求と解釈して，とくにこの法律で定義され，ベーバーワークの審査，公衆保護そ

の他の要;iiliを示すために３５０７と３５１２節その他で用いられている;吾である｜情報収柴要求」

とは全く違うとした。

司法省の解釈の結果は．それが支配的になるとすれば，ヘーバーワークIill減法成ｳ:luiに存

在していた晩1111にふくまれている腿論に適月1されるので，公衆保礎の句（３５１２節）の111味

を台無しにするものであろう。

３５１２節は，すべての情報収尖奨求かこの法律には従わないことをあらわす管}[1冊雲りか何

かを不すことを要求している。もし情報収集要求かそういった背蝿番号あるいは不'k諾を欠

いているなら，罐も情報を保持あるいは提供しなかへたことて罰せられない、この茉J11は，
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公衆に，連邦政府が婆求するどんな情報も必要なものであり，使用されるものであることを

保証するものである。これはまた，連邦機関がこの法律の要求に従うことの保証への公衆の

参加を規定している。

司法省の意見は，その解釈のとおり，「情報要求の収集」は管理番号を必要としないこと

を示している。この解釈は，管fLll番号あるいは承諾を欠いている要求には応える必要がないと

とする直裁な保証をとりはらうことによって，公衆保護条文の適用について公衆を不確かな

位置におくものであろう。例えば，現実の書式，調査票そして調査は規則制定によって公表

されている。司法省の解釈にしたがうと，これらのタイプのペーパーワーク要求は，管理番

号を示すことを要求されないし,3512節の公衆保護条項に従わないものとなろう。

１９８３年３月にＯＩＲＡは，情報の収集に関係するときにこの法律の（５ＣＦＲＢＥｌｒｔ

ｌ９２０）を補う手続きを定める規ﾛﾘを発表した。この法律の目的を遂行するためにＯＭＢ長

官に許された広い権限の下に，ＯＩＲＡは．規制の下にふくまれているペーパーワーク要求

を検討する権限を言ＩﾘＩした。管理番号は，規則にふくまれているすべての情報要求に対して

要求された。しかしながら．この種類のペーパーワーク要求に対する公衆保護条文の適用可

能性は規則では解決せず，条文によって明確にされることが必要となった。

Ｓ２４３３についての公聴会とともに，監視の公聴会の過程で，一般会計院と他の証人たち

は，政府がＯｌＲＡに対して，ＯＩＲＡが，この法律で与えられている期限内にペーパーヮ

ーク削減法を十分に実施するに足る資源を投入していないという見解を，くりかえし表明し

た。実際，ＯＩＲＡに対する現実の予算は，この法律で権限づけられたものの半分にすぎな

かった。

この資金不足によって．ＯＩＲＡが情報資源管理と結びついた政策機能のいくつかに対し

て不十分にしか注意を払わないこととなった。最初，ＯＩＲＡは，すべての情報政策機能を

効果的に総合する全体的戦略を犠性にして）特定の政策機能，主としてペーパーワークと規

制の検討とにその時間と資源をあてることを選んだ。特に，ＯｌＲＡはペーパーワーク削

減法の３５０４(9)節で要求されている，自動データ処理とテレコミュニケーション機能と連

邦政府の活動に対する政策，原則，標準，ガイドラインを作成し実施することができなかっ

たっしかしながら，委員会は，これらの問題のいくつかのための通達が用意されつつあるこ

とに注目しているまた統計政策と調漣，そして３５１３節で要求されていた諸機関の'情報管

理活動の検討とに対するその上の注目も保証されているのであるが，同じく資源の不十分さ

で制約されている。

この法律の３５０８節は，情報収集の際に求められる情報は「実際的な効用」－この言葉

は，「ある機関の収集した1情報を利１１]する能力，とくにそういった情報を速やかに有効な形
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で処理する能力」を意味すると定義されているをもつことを要することを求めている。

連邦統計についての専門学会の協議会は，委員会に対して，基本的国家指標の作成を意図し

た情報収集計画に対してこの「実際的効用」要求を適用することについて危恨を表明した。

協議会は，そういった‘情搬は，単一の連邦機関ではなしに，政府全体にとっての利用を意図

したもの)である点を注意したのであった｡

委員会は，協議会の雪倶はあてはまらないと考えている。１９８０年ペーパーワーク削減法

に伴う上院委員会報告は次のように述べている。すなわち，

「主として大衆と政府全体の利用のために集められ，その情報を収集している機関の政策

あるいは計画の実施のための参考を第一としていない，一般目的の統計の場合には，『実

際的効用』とは，実際的利用が示されうることを意味する。」

委員会は「実際的効１１１」についてのこの説明は，基本的により狭い定義に対する協議会の

危・倶に向けられているものと考える．

最後に，ヘーパーワーク削減法の成立以降機関の計画あるいは活動を，この法律の適用外

のものとする種々の企てが行なわれていることを知っている。委員会の見解では,,これらの

適用除外は全く不当なるものである。ベーパーワーク削減についての中心的管理者は，機関

による大衆からの怖報喫求を有効に統制するﾌﾟこめには不可欠であることに変りない。ＯＭＢ

は，この法律が定めた検討過程を実施する点では良くやり．機関の合法的要求を凋停しよう

とした。鼓もよくきかれた不満は，検討過程に生じた遅れに関してである。この法律は，適

当な期限をおき，特定の情報収集要求についての遅れが広い被害をひき起こしそうなときに

は，機関の長は，緊急承認を求めうるとしている。委員会の知る限り，そういった要請が拒

否されたことはない。この制度は十分であることが証明されており，さらに改める必鮓要はな

い。今日まで，この法律が示した成功の記録が，この法律の適用除外をつくりだそうとする

今後の企てをくじくことを期待する。

Ｖ立法の主要部分

ペーパーワークの削減

２４３３節は，ＯＭＢが，連邦が主となっての情報収集の負担を，昨年到達した水準から５

年間にわたって５％づつ減少させるという目標を毎年たてることを喫求しているに，

ということは，連邦機関は，１９８４年９月30日までに１９８３年10月１｝lHU在のレベルから

５％削減する手だ．てを講じなければならず，次いで，次の年には，１９８４年９）130[|に到達

したレベルからさらに５％削減しなければならないという形で進むべきことである。

政府は，本年について６５％の削減という目標をたてたことを証言した。したかってすで
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にこの条項の(｣的に合致しているのである。政府はまた将来の｢1標，とくに５年lW1のうちの

岐後の２年においての目標にiill達しうるかどうかについての危恨を示した。

委員会は，類似の目標は，ヘーハーワーク削減法に指ﾌﾞjくされており，同じ危倶が表明され

たことを知っている。それにもかかわらず，この目標は進腱度をill1lるものとして有益で，公

衆にわかりやすい道標となり，突際に達成されたのであった。委員会は，将来、標がIiＩじく

有効なＨ的として役立つと考える。狼fY的で不必要な報告および記録保持のjiZ求を除去する

余地はなおかなり残っており，２４３３節に示された新しい目標は正しい。現行法におけると

同様に，全体でほぼ2596の削減が求められているのである。しかしながら現行法がこの全体

目標に到達するのに３年しか与えなかったのに対して，２４３３節は５年を与えている。［]標

は目標であって，拘束力のある喫件ではないこともまた注意されるべきであるし．委圃会は，

条文で指示されたペーパーワークの負担を削減する立法行為が必要になるかも知れないこと

を認めている。最後に，連邦の情報収集要求にこたえるため所要時間を縮める新しい情報技

術を有効に活用することが新しい目標の達成を可能にするであろう。

議会の責任

２４３３節は，議会によるＯＩＲＡに対する監視を強めることを狙った幾つかの条項をふ

くんでいる。

第一に法案はＯＩＲＡ局長をﾉ〈統領が指名し，上院が承諾することを要求している。ヘ

ーバーワーク削減法は，ＯＭＢ長官が局長を指名するものとしていた。

この変更は，本委員会が一般会計院とともにもった危供，すなわちＯＩＲＡが，法の発動

にあたって，法の完全な実施のために速かに活動せず，法の下でのいくつかの電要な政策構

造に対して不十分にしか資源を投入しないことへの危倶から生じたものである。この承認の

過程は，議会と政府部門に対して，ＯＩＲＡにおける指導に変化があったときに一般議題と

する機会を与えるものである。

同じ危倶によって，ＯＩＲＡによる，その種々の政策機能への資金配分についての詳細な

年次報告を要求することを委員会は決定した。とくに，ＯｌＲＡは実行命令］２２９１の下で，

規制のための検討にその資源のかなり大きな割合を用いていることが，この法律の下での

ＯＩＲＡのその他の責任を果たすために用いるべき資源をはなはだしく少〈しているとみら

れた。この賢源の強凋が，この法律が期待している符fli1戦略一すなわち，情報資源管唖に

関係する多くの政策機能の総合一に対する優先的注｢|をそいだのであった。

似た理由のため，委員会はまた怖報資源管兜活動についてと，統計活動及び計画について

の長期計画についての追加的ｲ1ﾐ次報告を要求した。

以上をふくめてのこれら手だては，監視の改善と，より責任のあるＯＩＲＡの必要を示し
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ている。この理由によって，委員会は，1988年まで，法律が許す十分なレベルで，ＯＩＲＡへ

の資金供与を延長し，それらの修正が適切に実施されることを決定したのである。委ｌｉ会

は，情報資源管理に関する政策機能を効果的に総合することにＯＩＲＡが高い優先度を与え

ることを期待している。

統計政策

ペーパーワーク削減法はＯＩＲＡに統計の政策と調整の機能に対する責任を与えた。この

法律を実施する際に，ＯＩＲＡは当初，この課題に不十分にしか注目していなかった。改善

は昨年行われ，一般会計院は，ＯＩＲＡはこの分野で方向転換したと証言した。しかしなが

ら，ドウレンバーガー上院議員の質問への回答においてＧＡＯは，その評価を前後関係の下

において行った。すなわち次のように答えた。

「われわれの検討では，ＯＭＢは，この法律の下でのその統計政策と調整責任をなお十分

には遂行していない。われわれの証言において統計政策の分野にふれて『方向転換」とい

う言葉を使ったとき，その意味はＯＭＢが方向を変えたということであった。ＯＭＢは，

１９８３年４月にわれわれが報告したとおり，統計政策と調整にはわずかしか注意していな

かったが，この分野の責任を遂行する点で前進しはじめている。ＯルＩＢは，ペーパーワー

ク削減法にふくまれている他の諸任務とともに統計政策責任を十分に果たすためにはなす

べきことが多くある。」

ＧＡＯが一層の注意が必要であるとして引用した領域のうちで最大のものは，連邦統計活

動と計画の実施を改善するための長期計画の策定である。そういった長期計画は，すでにこ

の法律の３５０４（｡）'１１節で要求されていた。２４３３節は３５０４（d）を全く入れ換えるも

のであり，それを強化・拡大したものである。とくに，２４３３節は，そのような長期計ｉｉｉが

ＯＩＲＡによって定期的に検討され，更新されるべきこと，機関の予算提案は，この長期計

画と対応しているかどうかの点で吟味されるべきことを要求している。

２４３３節はまた，３５０４（d)に述べられている諸機能を遂行する熟達した経験豊富な専門

的統計家である主任統計官を任命することを要求している。ＯＩＲＡはいくらかの遅れをも

ってであるが，この要請に応えている。この条項は，そのことが将来もそのような形で継続

されることを保証するものである

その他の問題

２４３３節は既存の連邦テレコミュニケーション基金と自動データ処ｆ１ｌｌ蕊金とを合体させた

情報技術資金をつくった。この手だてをとった理由は，それら二つの技術は交じりあってき

ており，二つの基金を区別しておくことは不自然になっているからである。それらの領域に

おける新しい技術資源の獲得のために別々の回転資金が存在していることは意味がなく，実
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際に非生産的といえる。

２４３３節はまた「情報婆求の収集」についての定義を,連邦が資金をM1しているすべての

情報収集に対して，３５］２節にふくまれている公衆保護条項の適用不能性を保証することで

あることを明らかにしている。この明確化は，この報告の前節で広く論じ，節ごとの分析に

おいて詳細にとりあげる。

２４３３節はまた，検討のためにＯＩＲＡへ送られたものは何らかの提案の原稿であれ鍛終

規則であれすべてが，そういった規則にかんする何らかの書かれた材料とともに，規則の公

刊に従って，公衆が利用できるようにしなければならないことを述べている。この条項はま

た，節ごとの分析において詳細に述べられる。

２４３３節はまたＯＭＢ局長に，この法律の下でその責任を果たすのに必要な職員を雇う権

限を与えている。局長は，その地位が秘匿性をもたないか，政策決定にかかわらない限り，

第５編３３０４節にしたがってそれらの地位への応募者をⅡ今味するのは実際的でないときに，

競争的業務への任命についての合衆国法典第５編の条項にかかわりなく２０人まで雇いうる。

この権限は，局長に，直ちには行使できない知識を持っていたり，速かに雇用しなければな

らない限られた数の独自の資格ある専門家を罪正規の一そしてしばしば時間の消耗となる－

競争試験の過程なしに雇うことを許している。

他の機関は，類似の法的権限を持っており，そして実際にはＯｌＲＡは１９８１年以降，臨

時的にであるが類似の権限を持っているのである。この限られた形の例外的雇用はひきつづ

き必要である。そのような職員は，昇進を競う業務に従事するメンバーではないので，政府

の功績による職員配置の手続で守られることはない。この権限は表Ｃの雇用者を雇うことを

許すものではない。

Ⅵ委員会の公聴会

情報管理規制問題小委員会は，１９８４年ペーパーワーク削減法修正，２４３３節についての

１日の公聴会を１９８４年４月４日に開いた。この小委員会はこの法律の実施についての検討

公聴会を１９８２年４月14日と１９８３年５月６日に開いた。

１９８４年４月４日の公聴会でＯＩＲＡ局長クリストファー・デムスは，この法律と２４３３

節にふくまれる修正を強く支持する証言をした。２４３３についての彼の発言はこの報告書に

「行政側の見解」としてふくまれている。

デムス氏は，法律の制定の時以降，行政側がペーパーワークの保有量や32名削減すること

に成功したことを指摘したが，「われわれは今では，ペーパーワークの負担が，この法律が

施行されたときに考えられていたよりもはるかに大きくそして根深いものであることを知っ
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ている。大衆への負担が各年20億時間を越えるというわれわれの現在のil1ll定もなお過少推定

かも知れない」ことをつけ加えた。

デムス氏は，政府が１９８４年度に６．５％のペーパーワークの削減目標を，とくに政府調達

の領域での報告と記録保持に重点をおいて設定したと述べた。彼はまたＯＭＢが連邦準備制

度のＩＬＩｌ事会に対して，この法の３５０７（e）節にもとづく検討の権限を述べた。

デムス氏は，この法律の３５１１節で要求されていた連邦情報提供システム（Fnderal

lnformaeionLocatorSyste、）は活動していること，すべての主要なペーパーワーク

機関は，このシステムにふくまれている保有情報を調べることを要請されていること，そし

て，ＯＭＢに対して情報収集要求を提１１Ｉする以前に不必,要な重複を出さないとと保証してい

ること，を報告した。

デムス氏は，ＯＭＢ内に独立した統計政策部門（statisticalpolicyoffico）をつくり，

主任統計官を任命したことを述べた。また情報技術資源のための計画作成と，政府のための

首尾一貫した情報資源ぞ|;IIEの制定とにおいてのＯＭＢの柑導性を報告しﾌﾟこ。

ドウレンバーガー上院議員は，ＯＭＢは，統計政策と調整機能に対して余りにもわずかし

か注意を払わなかったとの見解を表明した。デムス氏は，統計政策部がＯＭＢから商務省に

移りそして戻ってきたという移動で何らかの困難を味わったことを認めたが，大部分の問題

は解決されてきているとし，「この分野ではわれわれの活LU1は大きく改善されてきていると

私は脅えている」と述べた。

チルス上院議員は，司法省の解釈に不賛成であること，そしてこの法律一とくに公衆保護

の条項一は，発効時点の規則にふくまれている情報収集要求には適用されないことを強調した。

「私は，司法省の意見は，議会が意図したことを全く歪め，この法律のに|的にとって大きな

打撃となると思う」と述べた。

レヴィン上院議員はＳ、２４３３の節８にふくまれている修正によって規制過程をより広い

公衆の１１今味に開くことに関心をもつと述べた。デムス氏は，ＯＩＲＡ宛に検討のため送られ

てきた提案と最終規則のすべての原稿は，それらの原稿について局が示した書面でのコメン

トとともに大衆がコピーを用いうる形にすることを支持すると述べた。

会計監査員チャールス．Ａ・ポウシァーは会計院の見解を明らかにした。彼は，１９８３年

５ﾉ]以降１０ＭＢはこの法律の下での「その責任を遂行する点で重要な前進」をしたと述べ

た。統計政策の領域では「ＯＭＢは方向を転換した」と述べ．先の否定的態度を改めた‘情

報政策の領域では，ＯＭＢはペーパーワークの管理に関する詳細な政策と手続的案内を発行

したが，統計と目動データ処理とテレコミュニケーション政策に関しての充分な案内を提供

してはいないと述べた。
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Ｓ、２４３３に関して，会計監査員は！「われわれは法案の修正提案を検討したが，全体と

してそれは，この法律を強化し，その当初の目的を進めると思う」と述べた。

ダンフォース上院議員は，ポウシャー氏にこの法律を十分に実施するのにＯＭＢが必要と

する資金はどのレベルかを質問した。ポウシャー氏は，それは現在費やされている５００万ド

ルより大きく９００万ドルに「ずっと近い」ものとなろうと述べた。

内国税収局長ロスコー．Ｌ・エガー氏は，税書式と関連資料を簡単化するためのＩＲＳの

努力について論じた。それらの努力によって１９８０年以降，納税者の報告負担は17％減少し

たと述べた。

小委員会は次に，合衆国商業会議所を代表するクーレン．Ｂ・ビューラー氏，全国'４１営業

会議を代表するサリー．Ｌ・ダグラス氏，連邦報告についての経営者諮問協議会議長ユージ

ン・』・ハーディ氏からなる証人から聴いた。

ビューラー氏は，「こり法の下で非常な前進があったが，するべきことはなお多い」と述

べた。小企業界についてみれば，この法律は「最近数10年の間に最も電要な管理の改善の一

つである」と述べた。しかし，彼は「合衆国の会議所メンバーは，なお,彪大な量の不必要な

連邦ペーパーワークがあるという点では，殆んど一致している」ことをつけ加えた。

ビューラー氏は，司法省がこの法の範囲を限定しようとすることの根拠になるものを削除

することを強く促した。彼はまた，ペーパーワーク削減の目標を年５％ではなく１０％にする

ことを示した。

ダグラス氏は小企業は今日までＯＩＲＡの削減努力の影響をわずかしかあるいは全くう

けていないと述べた。彼女は，ペーパーワーク保有量はなお完全さからはほど遠く，「なさ

れるべきことは，はるかにはるかに多い」という見解を示した。ビューラー氏と同じく，彼

女は司法省の意見の基礎になっている言葉を明確にすることを求め，年10％の削減目標を示

した。彼女はまた，機関は，提案された情報収集要求ごとに推定される負担と影響をうける

回答者の数とタイプとについての情報を示すことを求められるべきことを提案した。彼女は

また，Ｓ、２４３３にふくまれている権限は二年に限定されることを提案した。

ハーディ氏は，Ｓ、２４３３は「すでにしっかりしている法律を強化するだろう」と述べた。

彼は，連邦情報探知システムに一層の注意を勧告した。ダグラス氏と同じように，彼女は

「情報の基本的な要素」が提案された情報収集要求についての機関の通知の中にふくめられ

ることを示した。彼はまたＯＩＲＡにはこの法律を実施するために資源が追加されるべきこ

とを提案した。「われわれはすべての側から－政府だけでなく事業界の同業者たちからも－

０ＭＢのＯＩＲＡは職員不足であるときいている。ＯＩＲＡに２，３の資格ある人々を追加す

るだけで，１９８０年法を遂行するうえで大きなプラスになるであろうというのが，われわれ
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の意見である」と述べた。

公的市民訴訟グループの責任者アラン.Ｂ・モリソン氏は，政府が情報を必要としている

ことを強調し，ＯＭＢは「お湯と一諸に赤ン坊を流してしまっている」と述べた。彼は，こ

の法律の３５０４山）にふくまれている制約を支持すると述べ８．２４３３がこれを生かさない

点で批判した。彼はまた「ＯＭＢの限られた役割とＯＭＢと機関のすべての問題についての

すべての交信を公衆の吟味に供することの必要性とをさらに強調するために」，節35]８（９）

の（Ｓ、２４３３の節８による）追加を強調した。

モリゾン氏は，ＯＭＢが年の「情報収集予算」をペーパーワーク削減を実施するための用

具として用いていることを批判して！「ペーパーワーク要求を吟味する唯一正しい基準は卸

値ではなく小売価格レベルにおけるものである」と述べた。同じ理由によって彼は，ペーパ

ーワーク削減の目標を設定することに反対した。モリソン氏はまた，ＯＭＢの承認への３年

間の期限が規則にふくまれている報告や記録保持要求に対してもつ影響について危倶を表明

し，ＯＭＢがラベルづけ要求を検討することに反対した＿

Ⅶ行政側の見解

（１９８４年４月４日の情報管理・規制問題についての小委員会でのＯＩＲＡ局長クリスト

ファ一°Ｃ・デムスの証言からの抜粋）

Ｓ，２４３３．１９８４年ペーバーワーク削減

１９８４年３ﾉ]１５日に，議長であるあなた，サイルス上院議員，レヴイン上院議員，ドーレ

ンバーガー上院議員はＳ、２４３３，１９８０年のペーパーワーク削減法の修正をとりあげた。

下院の対応する法案Ｍ、Ｒ、２７１８は１９８３年11月に下院を通過した。政府はＨＲ２７１８に

対してはいくつかの保留と反対をもっていたが，それらは３２４３３では解決されている

と考える。

３２４３３は，ＯＩＲＡに１９８５年度にはじまる４年間予算を付与しようとしている。議会

はすでに１９８４年度についての資金を，現在施行中の継続決議Ｒ・Ｌ９８－ｌ５１によって

与えている。

この法案は，ＯＩＲＡが，１９８４年度にはじまる次の５年間の各々について５％づつ，連

邦の`情報収集の負担を減少させるという目標をたてることを要求している。周知のように，

われわれは１９８４年度について６．５％の目標をたてた。そしてわれわれの削減努力を，政府

調達作業で要求されるペーパーワークと，小企業に負担をかけているペーパーワークと，連

邦の許可活動と結びついた負担に集中しようとしている。１９８０年基準で当時の負担の3296

を削減するのに成功したあとでの，Ｓ、２４３３が設けている削減目標は非常に大胆なものであ
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るが，われわれはそれにそうように努力する。

われわれは，82433がＯＩＲＡに独立した予算を要求していないことを歓迎する。これ

はＯＭＢの予算●管１１M部門と協働しているわれわれにはきびしい行政上の問題をつくりだす

だろうからである。この法案がＯＩＲＡに課している代替的要求は,われわれの受容れうる

ものである。第一に，法案は局長（私の次から）が上院の忠告と同意をえて大統領が指名す

ることを要求している。第二に，１９８５年度から，大統領の予算付託の時点で，局長はＯＭ

Ｂが過年度に使用可能な資金をどう用いたかと，最も新しい予算で局のために要求した資金

を用いるつもりかを述べた報告を，上院議長と下院議長に提出することを要求している。わ

れわれは，われわれの監査委員会一そして幾つかの他の同様のもの－が”局の活動につ

いて変らぬ注意深い吟味を続けていると考えるのであるが，これらの修正はｊ議会がそうい

った活動を続けて知らされ，局長を大統領が指名するときに発言権をもつことを保証するも

のとなろう。

Ｓ､２４３３は，また「情報収集要求｜という表現を，この法律でⅢいられているとうりに|ﾘ］

確にしようとしている。「情報収集要求」という言葉の定義に「`情報要求の収集」という句

をつけ加えることは，とりわけ，この法律の公衆保護句が「情報要求の収集」にも適用され

ることを明らかにするであろう。これは「‘情報収集要求」と「情報要求の収集」が，第44編

３５０４（h）節を除いて，この法律の下で同じ仕方で扱われることを保証するだろう。

３５０４（h）節は，局長が，情報収集を検討し，承認する仕方を新しい通知コメント規制に

おいて決定している。情報の他のすべての収集は３５０７節と３５０８節に従っている。この修

正の発効日は，１９８４年ペーパーワーク削減法修正の発行日である。この修正は，１９８０年

ペーパーワーク削減法発行時に存在していた規制において課せられる情報収集負担の検討に

関してのわれわれの実行規則（「公衆へのペーパーワーク負担の規制」ＳＣＦＲ１３２０）の

下で，われわれが現在従っている政策や手続きを成文化する点で重要である。

Ｓ､２４３３はまた,一般業務局長が現在管理している二つの資金を合体させようとしている。

この点で８．２４３３はＨＲ、２７１８と極めて類似している。それは,自動データ処理資金と連

邦テレコミュニケーション資金を新しい情報技術基金に統一する。これは技術が二つの既存

の資金の目的の違いを極めて少さくしたことを反映している。この法案はそれらを法的問題

として統一するであろうが，財政的，政策的責任と管H1という基本的要因をすべて持続し]

そしてＡＤＰ設備の条項に関する現在の制約は続くであろう。

Ｓ、２４３３は，規制についてのＯＭＢの検討に関するこの法律に二つの新しい手続をつけ加

える。第一に，法案は３５１８節に小節（f)を新しく加える。現在，ＯＩＲＡは規則や規制の

検討を，１９８０年ペーパーワーク削減法だけではなく，実行命令Nｏｌ２２９１（この前には実行
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命令１１９４９，１２０４４，１２１８１）そして各種の他の法令や実行命令の卜に検討している。新

しい小節（f）は，ＨＲ、２７１８の条項と類似のものであり，これは，ベーパーワーク削減

法それ自体は規則の検討-を，ペーパーワーク削減法の下でのわれわれの責任を遂行するため，

規則と規制における情報収集要求を検討するため，規則あるいは情報収集要求をふくむかど

うかを決定するため，にだけ権限づけることをlﾘ回確にしている。他の目的のための規則の検

討は，他の権限で行なわれる。われわれは，これは，不可欠のものとはいえないにしても，

有益な明確化であると考える｡例えば，実行命令Nol2291に従う検討のための権限は，執行

の長としての大統領の憲法上の権限にはっきりと根拠をもっている。そしてわれわれはペー

パーワーク削減法を実行命令12291の下での検討の権限としては引用しなかった（両目的

のための規則の最初の検討薑は，明確な実際的理由のために！同時に行なわれるのであるが）。

最後に，Ｓ、２４３３は，３５１８節に新しい小節（９）を加える。この条項は，レハルト・レー

ヒイ規制改革法案ＳｌＯ８０－これは1982年３月に上院を万場一致で通過した~に対する

レヴィン上院議員が提出した修正からひき出されている。われわれは１９８２年にレヴィン上

院議員の修正を支持し鈩今日８．１０８０の部分としてそれを支持しており，彼が主たる著者で

ある小節（９）を支持している。この条項は，ＯＩＲＡに対して，連邦記録簿における提案さ

れるかあるいは最終の規則の出版物だけでなく，規nllとＯＩＲＡの検討あるいは機関の規則

作成の過程でＯＩＲＡと機関との間に交換されたそれについての書面資料についてもコピー

を，大衆が利用できるようにすることを要求している，これらの手続きは，ペーパーワーク

削減法の下での検討だけでなく実行命令12291の下での検討にも適用される。現在では実

行命令12291の検討に関する書面資料は，機関の規則作成ファイルにおいてしばしば利用可

能であるが，この件に関しての統一的な手続きはない。われわれは，ペーパーワーク削減法

の検討の過程に従っている人々にとっては類似の，これらの新しい手続きは，われわれが完

全に支持しているとうり，実行命令12291の検討にたいしても妥当すると考える
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ｗｉｔｈｔneclearanceFPequiTcnnent5ofsection
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３５０７；ａＹ７ｄ

（Ｃ）ＣＯ汀ｔａｉｎａｓｔａに]ｒｎｅｎｔｔｏｍｆｏｒＴｎｔｈｅ

ｐＥｒｓｏｎＴｅｃｅｉｖｉｎｇｔｈｅｒｅｑｕｅｓｔｗｈｙｔｈｅｉｎｆｏｒ‐
ｍａ□ｏｎｉｓｂｅｉｎｇｃｏ１１ｅｃｔｅｄ，ｂｏｗｉｂｉｓｍｂｅ

ｕｓｅｄ，ａｎｄｗｈｅｔｈｅｒｒｅｓｐｏｎｓｅｓｔｏｔｈｅｒｅｑｕｅｓｔ

ａｒｅｖｏｌｕｎｔａｒｙＤｒｅｑｕｉｒｅｄｔｏｏｂｔａｉｎabenefit，
ｏｒｍａｎｄａｔｏｒｙＢ

（４）ｄｅｓｉｇｎａｔｉｎｇａｓａｐｐｒｏｐｒｉａｔｅＩｉｎａccord‐
all(〕ｅｗｉｔｈｓｅｃｔｉｏｎ３５０９Ｄａｃｏｌｌｅｃｔｊｏｎａｇｅｎｃｙｔｏ
（)ｂｔａｉｎｌｎｆｏＩ･ｍａｔｉｏｎｆｏｒｔｗｏｏｒｍｏｒｅａｇｅｎｃｉｅｓ；

（５）ｓｅｔｔｍｇｇｏａｌｓｆｏｒｒｅｄｕｃｔｉｏｎｏｆｔｈｅｂｕr‐
ｄｅｎｓｏｆＦｅｄｅｒａｌｉｎｆｏ｢ｍａｔｉｏｎｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎｒｅ‐

quests；

（６）ｏｖｅｒｓｅｅｉｎｇａｃｔｉｏｎｏｎｔｈｅｒｅｃｏｍｍｅｎｄａ‐

ｔｉｏｎｓｏｆｔｈｅＣｏｍｍｉｓｓｉｏｎｏｎＦｅｄｅｒａｌＰａｐｅｒ‐
ｗｏｒｋ；ａｎｄ

（７）ｄｅｓｉｇｎｉｎｇａｎｄｏｐｅｒａｔｉｎｇ，ｉｎａｃｃｏｒｄａｎｃｅ
ｗｉｔｈｓｅｃｔｉｏｎ３５１１，ｔｈｅＦｅｄｅｒａｌｌｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
ＬｏｃａｔｏｒＳｙsLem．

（。）ＴｈｅｓｔａｔｉｓｔｌｃａｌｐｏＩｉｃｙａｎｄｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ
ｆｕｎｃｔｉｏｎｓｏｆｔｒｌｅＤｉｒｅｃｔｏｒｓｈａｌｌｉｎｃｌｕｄｅ－

（１）。eｖｅｌｏｐｉｎｇｌｏｎｇｒａｎｇｅｐｌａｎｓｆｏｒｔｈｅｉｍ‐
ｐｒｏｖｅｄｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅｏｆＦｅｄｅｒａｌｓｔａｔisticalac‐

tivitiesandprograms；

（２）Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｎｇ，ｔｈｒｏｕｇｈｔｈｅｒｅｖｉｅｗｏｆ

ｂｕｄｇｅｔｐｒｏｐｏｓａｌｓａｎｄａｓｏｔｈｅｒｗｉｓｅｐｒｏｖｉｄｅｄｉｎ
ｔｈｉｓｓｅｃＬｉｏｎ，ｔｈｅｆｕｎｃｔｉｏｎｓｏｆｔｈｅＦｅｄｅｒａｌ

Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔｗｉｔｈｒｅｓｐｅｃｔｔｏｇａｔｈｅｒｉｎｇｉｎｔｅr‐
preting，ａｎｄdissemfnatingstatisticsandsta‐
ｔｉｓｔｉｃａｌｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｉ

（３）ｄｅｖｅｌｏｐｉｎｇａｎｄｉｍｐｌｅｍｅｎｔｍｇＧｏｖｅｒｎ‐
ment-widepoliciesoprinciples，ｓｔａｎｄａｒｄｓ１ａｎｄ
ｇｕｉｄｅｌｉｎｅｓｃｏｎｃｅｒｎｉｎｇｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ
ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓａｎｄｍｅｔｈｏｄｓ，statisticaldataclas‐

sificationsDandstatisticalinformationpresen‐
ｔａｔｉｏｎａｎｄｄｉｓｓｅｍｉｎａｔｉｏｎ；ａｎｄ

（４）evaluaLingstatisticalprogramperform‐
ａｎｃｅａｎｄａｇｅｎｃｙｃｏｍｐｌｉａｎｃｅｗｉＣｈＧｏｖｅｒｎ‐

ment-widepolicies，principles，standards，ａｎｄ
ｇｕｉｄｅｌｉｎｅｓ．

（ｅ）Ｔｈｅｒｅｃｏｒｄｓｍａｎａｇｅｍｅｎｔｆｕｎｃｔｉｏｎｓｏｆｔｈｅ
Ｄｉｒｅｃｔｏｒｓｈａｌｌｍｃｌｕｄｅ－

（１）ｐｒｏｖｉｄｉｎｇａｄｖｉｃｅａｎｄａｓｓｌｓｔａｎｃｅｔｏthe
AdministratorofGeneralServiｃｅｓｉｎｏｒｄｅｒＬｏ

ｐｒｏｍｏｔｅｃｏｏ｢ｄｉｎａｔｉｏｎｉｎｔｈｅａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ

ｏｆｃｈａｐｔｅｒｓ２９，３１，ａｎｄ３３ｏｆｔｈｉｓｔｉｔｌｅｗｉｔｈ
ｔｈｅｉｎｆｏｒｍａtionpolicies，ｐｒｉｎciples，ｓｔａｎｄ‐
ａｒｄｓ０ａｎｄｇｕｉｄｅｌｉｎｅｓｅｓｔａｂｌｉｓｈｅｄｕｎｄｅｒｔｈｉｓ
ｃｈａｐｔｅｒ；

（２）ｒｅｖｉｅｗｊｎｇｃｏｍｐｌｉａｎｃｅｂｙａｇｅｎｃｉｅｓｗｉｔｈ
ｔｈｅｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓｏｆｃｈａｐｔｅｒｓ２９，３１．ａｎｄ３３ｏｆ
ｔｈｉｓｔｉｔｌｅａｎｄｗｉｔｈｒｅｇｕｌａｔｉｏｎｓｐｒｏｍＬｌ１ｇａｔｅｄ
ｂｙｔｈｅＡｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｏｒｏｆＧｅｎｅｒａｌＳｅｒｖｉｃｅｓ

ｔｈｅｒｅｕｎｄｅｒ；ａｎｄ

（３）ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｎｇｒｅｃｏｒｄｓｍａｎａｇｅｍｅｎｔｐｏｌｉ－
ｃｉｅｓａｎｄｐｒｏｇｒａｍｓｗｉｔｈｒｅｌａｔｅｄｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
ｐｒｏｇｒａｍｓｓｕｃｈａｓｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ，ｓｔａ‐

tisticspautomaticdataprocessｉｎｇａｎｄｔｅｌｅ－
ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓｐandsimilaractivitjes．

（ｆ）ＴｈｅｐｒｉｖａｃｙｆｕｎｃｔｉｏｎｓｏｆＬｈｅＤｉｒｅｃｔｏｒ
ｓｈａｌｌｉｎｃｌｕｄｅ－

（１）ｄｅｖｅｌｏｐｉｎｇａｎｄｉｍｐｌｅｍｅｎｔｉｎｇｐｏｌｉｃies・
ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓｏｓｔａｎｄａｒｄｓ，ａｎｄｇｕｉｄｅｌｉｎｅｓｏｎｉｎｆｏｒ‐
ｍａｔｉｃｎｄｉｓｃｌｏｓｕｒｅａｎｄｃｏｎｆｉｄｅｎｔｉａlity，ａｎｃｉｏｎ

ｓａｆ８ｇｕａｒｄｉｎｇｔｈｅｓｅｃｕｒｉＬｙｏfinformalioncDl‐
ｌｅｃｔｅｄｏｒｍａｉ】r】ｔａｉｎｅＧｂｙｏｒｏＩｒｌｂｅｈａ]ｆｏｆａｇｅｎ‐
ｃｉｅｓ；

（２）providingagencleswitn1dviQeandgujd‐
ａｎｃｅａｂｏｕｔｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｓｅｃｕｒｉｔｙ、】restrictjon，

ｅＸｃｈａｍｇｅ０ａｎｄｄｉｓｃ]･sure;ａｒ１ｄ

（３）ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇｃｏｍｐｌｉａｎｃｅｗｉｔｌｌｓｅｃｔｊｏｎ５５２ａ
ｏｆｔｉｔｌｅ５‘ＵｎｉｔｅｄＳｔａｔｅｓＣｏｄｅ・ａｎｄｒｅｌａｔｅｄｉｎ‐
ｆｏｒｍａｔｉｏｎｍａｎａｇｅｍｅｎｔｌａｗｓ．

（９）ＴｈｅＦｅｄｅｒａｌａｕｔｏｍａｔｉｃｄａｔａｐｒｏｃｅｓsing
andtelecoｍｍｕｎｉｃａＬｉｏｎｓｆｕｎｃＬｉｏｎｓｏｆｔｌ】eDirec‐

ｔｏｒｓｈａｌｌｉｎｃｌｕｄｅ－

（１）ｄｅｖｅｌｏｐｉｎｇａｎｄｉｍｐｌｅｍｅｎｔｊｎｇｐｏｌｉｃies，
principles，ｓｔａｎｄａｒｄｓ，ａｎｄｇｕｉｄｅｌｉｎｅｓｆｏｒａｕｔｏ‐
ｍａｔｉｃｄａｔａｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇａｎｄｔｅｌｅｃｏｍｍunica‐
ｔｉｏｎｓｆｕｎｃｔｉｏｎｓａｎｄａｃｔｉｖｉｔｉｅｓｏｆｔｈｅＦｅｄｅｒａｌ

Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ，ａｎｄｏｖｅｒｓｅｅｉｎｇｒｔｈｅｅｓｔａｂｌｉｓｈ‐
ｍｅｎｔｏｆｓｔａｎｄａｒｄｓｕｎｄｅｒｓｅｃｔｉｏｎｌｌｌ(ｆ）ｏｆｔｈｅ

Ｆｅｄｅ｢ａｌＰｒｏｐｅｒｔｙａｎｄＡｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｖｅＳｅｒｖｉｃｅｓ
ＡｃＣｏｆｌ９４９Ｉ

（２）monitoringtheeffectivenessof，ａｎｄ
ｃｏｍｐｌｉａｎｃｅｗｉｔｈ，ｄｉｒｅｃｔｉｖｅｓｉｓｓｕｅｄｐｕｒｓｕａｎｔｔｏ
ｓｅｃｔｉｏｎｓｌｌＯａｎｄｌｌｌｏｆｓｕｃｈＡｃｔｏｆｌ９４９ａｎｄ

ｒｅｖｉｅｗｉｎｇｐｒｏｐｏｓｅｄｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｓｕｎｄｅｒｓｅｃ‐
ｔｉｏｎｌｌｌ（９）ｏｆｓｕｃｈＡｃｔ；
（３）ｐｒｏｖｉｄｊｎｇａｄｖｉｃｅａｎｄｇｕｉｄａｎｃｅｏｎｔｈｅａｃ‐

ｑｕｉｓｉｔｉｏｎａｎｄｕｓｅｏｆａｕｔｏｍａｔｉｃｄａｔａprocess‐
ｉｎｇａｎｄｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓｅｑｕｉｐｍｅｎｔｏａｎｄ
ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｎｇ,ｔｈｒｏｕｇｈｔｈｅｒｅｖｉｅｗｏｆｂｕｄｇｅｔ
ｐｒｏｐｏｓａｌｓａｎｄｏＬｈｅｒｍｅｔｈｏｄｓｏａｇｅｎｃｙｐｒｏpos‐
ａｌｓｆｏｌ－ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎａｎｄｕｓｅｏｆｓｕｃｈｅｑｕｉｐｍｅｎｔ；
（４）ｐｒｏｍｏｔｉｎｇｔｈｅｕｓｅｏｆａｕｔｏｍａｔｉｃｄａｔａ

ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇａｎｄｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓｅｑｕｉｐ‐
ｍｅｎＬｂｙｔｈｅＦｅｄｅｒａｌＧｏｖｅｒｎｍｅｎｔｔｏｉｍｐｒｏｖｅ
ｔｈｅｅｆｆｅｃｔｉｖｅｎｅｓｓｏｆｔｈｅｕｓｅａｎｄｄｉｓｓｅｍｍａｔｉｏｎ

ｏｆｄａｔａｉｎｔｈｅｏｐｅｒａtionofFederalprograms；
ａｎｄ

（５）initiatingandreviewingproposalｓｆｏｒ
ｃｈａｎｇｅｓｌｎｌｅｇｉｓｌａｔｉｏｎ，ｒｅｇｕｌａｔｉｏｎｓ１ａｎｄ
ａｇｅｎｃｙｐｒｏｃｅｄｕＴeｓｔｏｉｍｐｒｏｖｅａｕｔｏｍａｔｉｃｄａｔａ
ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇａｎｄｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎicationspractices・
ａｎｄｉｎｆｏｒｍｉｎｇｔｈｅＰｒｅｓｉｄｅｎｔａｎｄｔｈｅＣｏｎ‐
ｇ｢ｅｓｓｏｆｔｈｅｐｒｏｇｒｅｓｓｍａｄｅｔｈｅｒｅｍ．

（ｈ)（１）Ａｓｓｏｏｎａｓｐｒａｃｔｉｃａｂｌｅ，ｂｕｔｎｏｌａｔｅｒ

ｔｈａｎｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎｏｆａｎｏｔｉｃｅｏｆｐｒｏｐｏｓｅｄｒｕｌｅ‐

ｍａｋｉｎｇｉｎＬｈｅＦｅｄｅｒａｌＲｅｇｉｓｔｅｒ，ｅａｃｈａｇｅｎｃｙ
ｓｈａｌｌｆｏｒｗａｒｄｔｏｔｈｅＤｉｒeｃｔｏｒａｃｏｐｙｏｆａｎｙｐｒｏ‐
ｐｏｓｅｄｒｕｌｅｗｈｉｃｈｃｏｎｔａｉｎｓａｃｏｌｌｅｃＬｉｏｎｏｆｉｎｆｏｒ‐
ｍａｔｉｏｎｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔａｎｄｕｐｏｎｒｅｑｕｅｓｔ，ｉｎｆｏｒｍａ‐
ｔｉｏｎｎｅｃｅｓｓａｒｙｔｏｍａｋｅｔｈｅｄｅｔｅｒｍｉｎａＬｉｏｎｒｅ－

ｑｕｉｒｅｄｐｌｌｒｓｕａｎｔｔｏｔｈｉｓｓｅｃｔｉｏｎ．

（２）Ｗｉｔｌｒｌｉｎｓｉｘｔｙｄａｙｓａｆｔｅｒｔｈｅｎｏｔｊｃｅｏｆｐｒｏ‐
ｐｏｓｅｄｒｕｌｅｍａｋｉｎｇｉｓｐｕｂｌｉｓｈｅｄｉｎｔｈｅＦｅｄｅｒａｌ
Ｒｅｇｉｓｔｅｒ１ｔｈｅＤｉｒｅｃｔｏｒｍａｙｆｉｌｅｐｕｂｌｉｃｃｏｍ‐
ｍｅｎＬｓｐｕｒｓｕａｎｔｔｏｔｈｅｓｔａｎｄａｒｄｓｓｅｔｆｏｒｔｈｉｎ

ｓｅｃＬｉｏｎ３５０８ｏｎｔｈｅｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎｏｆｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｒｅ‐

ｑｕｉｒｅｍｅｎｔｃｏｎｔａｉｎｅｄｍｔｈｅｐｒｏｐｏｓｅｄｒｕｌｅ．
（３）Ｗｈｅｎａｆｉｎａｌｒｕｌｅｉｓｐｕｂｌｌｓｈ(ＯｄｉｎｔｈｅＦｅｄ‐

－５１－



eralRegister､ｔｈｅａｇｅｎｃｙｓｈａｌｌｅｘｐｌａｉｎｈｏｗａｎｙ
ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎｏｆｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｃｏｎ‐
ｔａｉｎｅｄｉｎｔｈｅｆｉｎａｌｒｕｌｅｒｅｓｐｏｎｄｓｔｏｔｈｅｃｏｍ‐
ｍｅｎｔｓ，ｉｆａｎｙｏｆｉｌｅｄｂｙｔｈｅＤｉｒｅｃｔｏｒ０ｒｔｈｅ
public，ｏｒｅｘｐｌａｉｎｗｈｙｉｔｒｅｊｅｃｔｅｄｔｈｏｓｅｃｏｍ‐
ｍｅｎｔｓ．

（４）ＴｈｅＤｉｒｅｃｔｏｒｈａｓｎｏａｕｔｈｏｒｉｔｙｔｏｄｉｓａｐ‐
ｐｒｏｖｅａｎｙｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎｏｆｉｎｆｏｒｍａｔｌｏｎｒｅｑｕｉｒｅ－
ｍｅｎｔｓｐｅｃｉｆｉｃａｌｌｙｃｏｎｔａｉｎｅｄｉｎａｎａｇｅｎｃｙｒｕｌｅ，ｉｆ
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訳者解説

１．本資料に訳出したのは，アメリカ迎邦統計制度における統計調整機能の制度的弱体化を
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ＡｆｆａｉｒｓｏｆｔｈｅＣｏｍｍｉｔｔｅｅｏｎＧｏｖernmentalAffairs，ｕｓ、Ｓｅｎａｔｅ，９８ｔｈ

Ｃｏｎｇｒｅｓｓｌｓｔ－ｓｅｓｓｉｏｎＭａｙ６，１９８３）と，｛|、１９８０年代に入ってからの統計行ＪＭＩ下

の連邦統計Ｉｉｌ度についての1,蘆院の報告書の関連部分（meFederalStQtjsticaJSystem

ｌ９８０ｔｏ］９８５，AReportpreparedbyBaselineDorporationfortheCongressional

ResearchServiceoftheLibraryofCongreｓｓ－ＣｏｍｍｉｔｔｅｅｏｎＧｏｖｅｒｎｍｅｎｔ

Operations，ＵＳＨｏｕｓｅｏｆＲｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅｓ９８ｔｈＣｏｎｇｒｅｓｓ２ｎｄＳｅｓｓｉｏｎＮｏ１９８４）

そしてMl984ｲ雁ベーバーワーク削減法修11Z法案についての上院の報告書の関連部分

（PcZperujorﾉbReductio'ｚＡｃｔＡｍｅ几ｄｂｍｅ"tｓｏ/1984,ＲｅｐｏｒｔｏｆｔｈｅＣｏｍｍｉｔｔｅｅｏｎ

ＧｏｖｅｒｎｍｅntalAffairsUS・Ｓｅｎａｔｅ９８ｔｈＣｏＩｌｇｒｅｓｓ２ｎｄＳｅｓｓｒｏｎＳｅｎａｔｅ

Ｒｅｐｏｒｔ９８－５７６）である。

２．１９８０年ペーパーワーク'１１１減法の成立によってアメリカ連邦統計制度における統計調整

機関が，商務街からＯＭＢへ戻り，その後消滅状態に陥ったこと，これへの批判がアメリカ

の統計界にＩｌｉじていたことは，本資料IVoI6で，関係文献の紹介とともにふれたところである。

この統計関係機関における改組（いわゆる統計行革）については，見込まれる影響は連邦

統計を弱体化するものである，とする批判がきびしく提出された。こういった批判をふくめ

て，統計行革が連邦統計全体に何をもたらしたかについて，実態をふまえての全体的評価は，

各分野で作成される統計の内容と数さらに統計分析における変化等を一定期間にわたって吟

味することで与えられるものであろう。この点で，統計行革への論評も，ある意味では，そ

の途上にあるといえる。連邦統計におけるこの組織等の改編は，イギリス及び'１本での統計

行革とも相通じるところがあるとみるわれわれは，連邦統計についてのこの間のいくつかの

重要な資料に注目し，統計行革の内容とその影響・結果をとらえることが重要であると考え

る。本資料で訳|})した資料も以上の見地から選出された。

３．１としてとりあげた資料は，本資料Nql6でもとりあげたこの行革に批判的な代表論背

－５９－



Ｓ・ファイアンバーグの１９８３年５月段階での見解表明である。行革の経過にふれつつも，

統計調整機能の意義について述べ，またいくつかの提案を行っている点が注目される。

４．Ｕとしてとりあげたのは，１９８４年末の下院報告書の一部分である。この報告書は，行

革が本格化した１９８０年以降最近までの連邦統計制度をとりあげていること，従来の文献と

違って予算や職員数の変化など，統計制度を検討するうえで不可欠の点にふみ込んでいるこ

と，主要省庁全体をとりあげていること，さらに連邦政府の著作ではないため，政府の見解

を紹介する一方で，これに批判的な見解をも，元職員その他へのインタヴュー等を通じて紹

介していること，などで，１９８０年代に入っての連邦統計の状況・変化を検討するうえでの

重要な基準文書といって差しつかえない。ここではごく一部分の紹介にとどめたが，Ａの要

約部分と目次によって，全体を推察していただきたい。いくつかの興味深い内容をもつこの

文書から，Ｂとして，やはり統計制度全体のかなめとなる統計調査機関：ＯＭＢをとりあげ

ている第２章を訳出した。

５．現在の統計調整機関ＯＭＢの体制は基本的に１９８０年ペーパーワーク削減法によって定

められ，またいわゆる統計行革もこの法律に根拠をおいて推進されてきた。そこでⅢでは付

として，このいわゆるペーパーワーク削減法の規定が与えられている合衆国法典第44編第３５

章「連邦情報政策の調整」を原文で収録した。（なおこの条項の邦訳は，１日行政管理統計主

幹「諸外匡|における統計制度No9」１９８４に収録されている。念のためにいえば，合衆個の

法規は法典に与えられており，この法典の特定部分の拡秀，入れかえがまとめて行なわれる

場合に，これを「プライバシー保護法」とか「情報の自由化法」という名称を以ていうので

ある。この「ペーパーワーク削減法」は，従来「連邦報告注」（FederalReportAct）

と呼ばれていたものの置きかえにあたる。

さて，このペーパーワーク削減法は，連邦政府諸櫛関が合衆国の企業や国民から収集する

書式を削減して，民間と政府の負担を軽減することを狙い，この機能をＯＭＢのＯＩＲＡが

遂行すべきとした。Ⅲとして訳出したのは，このペーパーワーク削減法の期間を当初の1984

年からさらに延長することを軸にした上院委員会での修正法案をめぐって，その動向につい

ての報告書の一部分である。ここには，連邦政府の情報政策一般と，統計にかかわるＯＩＲＡ

の動向，さらにペーパーワーク削減法の何が問題点とされているのかが示されており，この

法律の理解を深めるのに参考になると考えた次第である。

６．本資料の訳出と解説は，伊藤陽一が担当した。

－６０－
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